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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　システムであって、
　該システムは、
　ハンド追跡システムであって、該ハンド追跡システムは、第１のセンサの第１のロケー
ションおよび第２のセンサの第２のロケーションを受信する手段を含み、該第１のセンサ
は、第１のヒトの手の第１の固有の部分に装着されており、該第２のセンサは、該第１の
ヒトの手の第２の固有の部分に装着されており、該ハンド追跡システムは、複数のセンサ
のロケーションを追跡する、ハンド追跡システムと、
　該ハンド追跡システムに連結されるコントローラと
　を含み、
　該コントローラは、
　該受信された第１のロケーションおよび該受信された第２のロケーションを変換するこ
とにより、単一の制御点の位置および配向を生成するステップと、
　該単一の制御点の位置および配向に基づいて、手術システムにおけるデバイスの遠隔操
作を制御するコマンドを送信するステップと
　を実行するように構成される、システム。
【請求項２】
　前記デバイスは、手術部位のビデオ画像内の仮想プロキシ画像を含む、請求項１に記載
のシステム。
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【請求項３】
　前記デバイスは、遠隔操作スレーブ手術器具を備え、
　前記コントローラは、
　前記第１のロケーションおよび前記第２のロケーションに基づいてグリップ閉合パラメ
ータを生成するステップを実行するようにさらに構成され、
　前記デバイスの遠隔操作を制御するコマンドを送信することは、該グリップ閉合パラメ
ータに基づいて、該遠隔操作スレーブ手術器具のエンドエフェクタのグリップを制御する
ことをさらに含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記グリップ閉合パラメータを生成することは、
　前記受信された第１のロケーションに基づいて、第１の位置を、制御点フレームの指向
軸上の第１の投影位置にマッピングすることと、
　前記受信された第２のロケーションに基づいて、第２の位置を、該制御点フレームの該
指向軸上の第２の投影位置にマッピングすることと、
　該第１の位置、該第２の位置、該第１の投影位置および該第２の投影位置を使用して、
評価グリップ閉合距離を生成することと
　をさらに含む、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記グリップ閉合パラメータを生成することは、
　前記評価グリップ閉合距離が、最大閾値距離よりも大きい場合には、グリップ閉合距離
を該最大閾値距離に設定することと、
　該評価グリップ閉合距離が、最小閾値距離未満である場合には、該グリップ閉合距離を
該最小閾値距離に設定することと、
　該評価グリップ閉合距離が、該最小閾値距離よりも大きく、該最大閾値距離未満である
場合には、該グリップ閉合距離を、該評価グリップ閉合距離に設定することと
　をさらに含む、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記グリップ閉合パラメータを生成することは、
　前記グリップ閉合距離が中間距離よりも大きい場合には、該グリップ閉合距離を、該グ
リップ閉合パラメータの第１の範囲内の値にマッピングして、スレーブ手術器具のエンド
エフェクタの顎部の開閉を制御することと、
　該グリップ閉合距離が該中間距離未満である場合には、該グリップ閉合距離を、該グリ
ップ閉合パラメータの第２の範囲内の値にマッピングして、該エンドエフェクタの閉じた
顎部の噛合力を制御することと
　をさらに含む、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記ハンド追跡システムは、第３のセンサの第３のロケーションおよび第４のセンサの
第４のロケーションを受信する手段をさらに含み、該第３のセンサは、第２のヒトの手の
第１の固有の部分に装着されており、該第４のセンサは、該第２のヒトの手の第２の固有
の部分に装着されており、
　前記コントローラは、
　第２の単一の制御点の位置および配向を生成するステップを実行するようにさらに構成
され、該第２の単一の制御点の位置および配向を生成することは、該受信された第３のロ
ケーションおよび該受信された第４のロケーションに基づく、請求項１に記載のシステム
。
【請求項８】
　前記デバイスの遠隔操作を制御するコマンドを送信することは、前記単一の制御点の位
置および配向に基づき、かつ、前記第２の単一の制御点の位置および配向に基づく、請求
項７に記載のシステム。
【請求項９】
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　前記デバイスは、内視鏡カメラであり、
　前記デバイスの遠隔操作を制御するコマンドを送信することは、内視鏡カメラマニピュ
レータの遠隔操作を制御することをさらに含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　システムであって、
　該システムは、
　ハンド追跡システムであって、該ハンド追跡システムは、第１のセンサの第１のロケー
ションおよび第２のセンサの第２のロケーションを受信する手段を含み、該第１のセンサ
は、ヒトの手の第１の固有の部分に装着されており、該第２のセンサは、該ヒトの手の第
２の固有の部分に装着されており、該ハンド追跡システムは、複数のセンサのロケーショ
ンを追跡する、ハンド追跡システムと、
　該ハンド追跡システムに連結されるコントローラと
　を含み、
　該コントローラは、
　該受信された第１のロケーションと該受信された第２のロケーションとの間の相対的運
動に基づいて、該ヒトの手の該第１の固有の部分と該第２の固有の部分との間の相対的運
動を決定することにより、該受信された第１のロケーションおよび該受信された第２のロ
ケーションを該相対的運動に変換するステップと、
　該決定された相対的運動に基づいて、手術システムにおけるデバイスの配向を制御する
コマンドを送信することと
　を実行するように構成される、システム。
【請求項１１】
　前記決定された相対的運動が第１の運動であり、前記配向を制御するコマンドを送信す
ることは、スレーブ手術器具の手首の偏揺れ運動を制御するように構成される、請求項１
０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記決定された相対的運動が、前記第１の運動とは異なる第２の運動であり、前記配向
を制御するコマンドを送信することは、
　前記スレーブ手術器具の手首の先端を、その指向方向を中心として転動させるように構
成される、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　手術システムであって、
　該手術システムは、
　ヒトの手の第１の固有の部分に装着されるように構成される第１のセンサ素子と、
　ヒトの手の第２の固有の部分に装着されるように構成される第２のセンサ素子と、
　該第１のセンサ素子および該第２のセンサ素子に連結されるハンド追跡システムであっ
て、該ハンド追跡システムは、該第１のセンサ素子の第１のロケーションを追跡するよう
に構成され、かつ、該第２のセンサ素子の第２のロケーションを追跡するように構成され
る、ハンド追跡システムと、
　該ハンド追跡システムに連結されるコントローラと
　を備え、
　該コントローラは、該第１のロケーションおよび該第２のロケーションを単一の制御点
の制御点位置および制御点配向に変換するように構成され、
　該コントローラは、該手術システムのデバイスを移動させるコマンドを送信するように
構成され、該コマンドは、該単一の制御点に基づく、手術システム。
【請求項１４】
　前記コントローラは、前記第１のロケーションおよび前記第２のロケーションをグリッ
プ閉合パラメータに変換するように構成され、前記コマンドは、さらに、該グリップ閉合
パラメータに基づく、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
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　前記第１のセンサ素子および前記第２のセンサ素子は、複数の基準マーカーを備える、
請求項１３に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記第１のセンサ素子および前記第２のセンサ素子の各々は、受動電磁センサを備える
、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記第１のセンサ素子および前記第２のセンサ素子を含むマスターフィンガー追跡デバ
イスをさらに備え、記第１のセンサ素子および該第２のセンサ素子の各々は、受動電磁セ
ンサを備える、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１８】
　マスターフィンガー追跡デバイスをさらに備え、該マスターフィンガー追跡デバイスは
、
　前記第１のセンサ素子と、
　前記第２のセンサ素子と、
　第１のフィンガーループと、
　第２のフィンガーループと、
　第１の末端と、該第１の末端の反対にある第２の末端とを含む圧縮性本体と
　を含み、
　該第１のフィンガーループは、該第１の末端に隣接して取り付けられ、該第２のフィン
ガーループは、該第２の末端に隣接して取り付けられ、
　該第１のフィンガーループを前記ヒトの手の第１指に設置すると、該第１のセンサ素子
は、該ヒトの手の該第１指に隣接して位置付けられ、
　該第２のフィンガーループを該ヒトの手の第２指に設置すると、該第２のセンサ素子は
、該ヒトの手の該第２指に隣接して位置付けられ、
　該圧縮性本体は、該圧縮性本体が該第１指と該第２指との間に位置付けられて該圧縮性
本体が該第１指の該第２指へと向かう移動に対する抵抗を提供するように構成される、請
求項１３に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記第１のセンサ素子および前記第２のセンサ素子の各々は、受動電磁センサである、
請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記デバイスは、手術部位のビデオ画像内の仮想プロキシ画像である、請求項１３に記
載のシステム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、米国特許出願第１２／６１７９３７号（２００９年１１月１３日出願、「Ｐａ
ｔｉｅｎｔ－Ｓｉｄｅ　Ｓｕｒｇｅｏｎ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｆｏｒ　ａ　Ｍｉｎｉｍ
ａｌｌｙ　Ｉｎｖａｓｉｖｅ　Ｔｅｌｅｏｐｅｒａｔｅｄ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔ
ｒｕｍｅｎｔ」を開示するの一部継続出願であり、この米国特許出願は、本明細書におい
てその全体が参考として援用される。
【０００２】
　本発明の態様は、低侵襲手術システムの制御に関し、より具体的に、低侵襲手術システ
ムを制御する際に、執刀医の手の運動を使用することに関する。
【背景技術】
【０００３】
　関連技術
　手の位置およびジェスチャーを追跡するための方法および技法が知られている。例えば
、いくつかのビデオゲームコントローラは、ハンドトラッキング入力を利用する。例えば
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、Ｎｉｎｔｅｎｄｏ　Ｗｉｉ（登録商標）ゲームプラットフォームは、無線位置および配
向センシング遠隔操作を支援する（Ｗｉｉ（登録商標）は、米国ワシントン州レッドモン
ド、Ｎｉｎｔｅｎｄｏ　ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａ　Ｉｎｃの登録商標である）。バットをス
イングする、または魔法の杖を振る等のジェスチャーおよび他の身体的動作の使用は、こ
のプラットフォームの基本ゲーム要素を提供する。Ｓｏｎｙ　Ｐｌａｙｓｔａｔｉｏｎ　
Ｍｏｖｅは、Ｎｉｎｔｅｎｄｏ　Ｗｉｉ（登録商標）ゲームプラットフォームに類似する
特徴を有する。
【０００４】
　ＣｙｂｅｒＧｌｏｖｅ　Ｓｙｓｔｅｍｓの無線ＣｙｂｅｒＧｌｏｖｅ（登録商標）モー
ション捕獲データグローブは、各指に２つの屈曲センサを有する１８個のデータセンサと
、４個の外転センサと、親指の交差、手掌のアーチ、手首の屈曲、および手首の外転を測
定するセンサとを含む。（ＣｙｂｅｒＧｌｏｖｅ（登録商標）は、カルフォルニア州サン
ノゼ、ＣｙｂｅｒＧｌｏｖｅ　Ｓｙｓｔｅｍｓの登録商標である。）三次元追跡システム
は、ＣｙｂｅｒＧｌｏｖｅ（登録商標）モーション捕獲データグローブとともに使用し、
手のｘ、ｙ、ｚ、偏揺れ、ピッチ、転動位置、および配向情報を入手することができる。
ＣｙｂｅｒＧｌｏｖｅ（登録商標）モーション捕獲データグローブのモーション捕獲シス
テムは、デジタルプロトタイプ評価、バーチャルリアリティ生物力学、およびアニメーシ
ョンに使用されている。
【０００５】
　４０個のセンサを有する別のデータグローブは、Ｍｅａｓｕｒａｎｄ　Ｉｎｃ．のＳｈ
ａｐｅＨａｎｄデータグローブである。Ｍｅａｓｕｒａｎｄ　Ｉｎｃ．のＳｈａｐｅＣｌ
ａｗポータブル軽量ハンドモーション捕獲システムは、空間における手および腕の位置お
よび配向とともに、人指し指および親指の運動を捕獲する、フレキシブルリボンシステム
を含む。
【０００６】
　非特許文献１において、ＫｉｍおよびＣｈｉｅｎは、ジェスチャー認識のためにＰｏｌ
ｈｅｍｕｓセンサを用いた三次元軌跡入力の使用について探求する。ＫｉｍおよびＣｈｉ
ｅｎは、三次元軌跡が、主にビデオベースのアプローチにおいて使用される、二次元ジェ
スチャーよりも優れた識別力を提供するため、この形態の入力を提案する。Ｋｉｍおよび
Ｃｈｉｅｎは、彼らの実験に、Ｆａｋｅｓｐａｃｅ　ＰｉｎｃｈＧｌｏｖｅの背面に取り
付けられたＰｏｌｈｅｍｕｓ磁気位置追跡センサを利用した。ＰｉｎｃｈＧｌｏｖｅは、
ユーザがジェスチャーの最初と最後を信号で伝える手段を提供しながら、Ｐｏｌｈｅｍｕ
ｓセンサが、ユーザの手の三次元軌跡を捕獲する。
【０００７】
　非特許文献２では、ＰＣおよびウェブカメラ等の汎用ハードウェアおよび低コストセン
サを使用するハンドジェスチャー認識による、視覚的相互作用環境内でのアプリケーショ
ン用のリアルタイムビジョンシステムが提案されている。非特許文献３では、視覚ベース
のハンドジェスチャーに関するレビューが提示された。提示された１つの結論は、大部分
のアプローチが、制御された研究室設定において適切であり得るが、任意の設定に一般化
しないいくつかの基礎的前提に依存するということであった。著者らは、「ハンドジェス
チャーインターフェースのコンピュータビジョン法は、双方向性およびユーザビリティを
達成するためのロバスト性および速度に関して、現在の性能を越えなければならない」と
述べている。医療領域において、ジェスチャー認識は、放射線画像の滅菌ブラウジングに
対して考慮されている。非特許文献４を参照されたい。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Ｉｎ－Ｃｈｅｏｌ　ＫｉｍおよびＳｕｎｇ－Ｉｌ　Ｃｈｉｅｎ、「Ａｎ
ａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　３Ｄ　Ｈａｎｄ　Ｔｒａｊｅｃｔｏｒｙ　Ｇｅｓｔｕｒｅｓ　Ｕｓ
ｉｎｇ　Ｓｔｒｏｋｅ－Ｂａｓｅｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ　Ｈｉｄｄｅｎ　Ｍａｒｋｏｖ
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　Ｍｏｄｅｌｓ」、Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ，Ｖｏｌ．１５　Ｎｏ．
２，ｐ．１３１－１４３，２００１年９～１０月
【非特許文献２】Ｅｌｅｎａ　Ｓａｎｃｈｅｚ－Ｎｉｅｌｓｅｎほか、「Ｈａｎｄ　Ｇｅ
ｓｔｕｒｅ　Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｈｕｍａｎ－Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｉｎｔｅ
ｒａｃｔｉｏｎ」、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ＷＳＣＧ，Ｖｏｌ．１２，Ｎｏ．１－３，Ｉ
ＳＳＮ　１２１３－６９７２，ＷＳＣＧ’２００４，Ｆｅｂｒｕａｒｙ　２－６　２００
０３，Ｐｌｚｅｎ　Ｃｚｅｃｈ　Ｒｅｐｕｂｌｉｃ
【非特許文献３】Ｐｒａｇａｔｉ　Ｇａｒｇほか、「Ｖｉｓｉｏｎ　Ｂａｓｅｄ　Ｈａｎ
ｄ　Ｇｅｓｔｕｒｅ　Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ」、４９　Ｗｏｒｌｄ　Ａｃａｄｅｍｙ　
ｏｆ　Ｓｃｉｅｎｃｅ，Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，９７
２－９７７（２００９）
【非特許文献４】Ｊｕａｎ　Ｐ．Ｗａｃｈｓほか、「Ａ　Ｇｅｓｔｕｒｅ－ｂａｓｅｄ　
Ｔｏｏｌ　ｆｏｒ　Ｓｔｅｒｉｌｅ　Ｂｒｏｗｓｉｎｇ　ｏｆ　Ｒａｄｉｏｌｏｇｙ　Ｉ
ｍａｇｅｓ」，Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ（２００８；１５：３２１－３２３，Ｄ
ＯＩ　１０．１１９７／ｊａｍｉａ．Ｍ２４）
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　一態様において、低侵襲手術システムにおけるハンド追跡システムは、ヒトの手の一部
のロケーションを追跡する。低侵襲手術システムのシステム制御パラメータは、ヒトの手
の一部のロケーションに基づいて生成される。低侵襲手術システムの操作は、システム制
御パラメータを使用して制御される。
【００１０】
　一態様において、ヒトの手の一部に装着されたセンサ素子を追跡して、ヒトの手の一部
の位置を取得する。制御点の位置および配向は、ロケーションに基づく。低侵襲手術シス
テムにおけるデバイスの遠隔操作は、制御点のロケーションおよび配向に基づいて制御さ
れる。一態様において、デバイスは、遠隔操作されるスレーブ手術器具である。別の態様
において、デバイスは、手術部位のビデオ画像に提示される仮想プロキシである。仮想プ
ロキシの例には、仮想スレーブ手術器具、バーチャルハンド、および仮想テレストレーシ
ョンデバイスが挙げられる。
【００１１】
　さらなる態様において、制御点の位置および配向に加えて、グリップ閉合パラメータが
生成される。遠隔操作スレーブ手術器具のエンドエフェクタのグリップは、グリップ閉合
パラメータに基づいて制御される。
【００１２】
　別の態様において、システム制御パラメータは、スレーブ手術器具の遠隔操作に使用さ
れる制御点の位置および配向である。さらに別の態様において、システム制御パラメータ
は、両手から決定される。システム制御パラメータは、両手の一方に対する制御点の位置
および配向、ならびに両手のもう一方に対する制御点の位置および配向である。制御点は
、低侵襲手術システムにおいて、内視鏡カメラマニピュレータの遠隔操作に使用される。
【００１３】
　さらに別の態様において、ヒトの手の一部上のセンサ素子に加えて、第２のヒトの手の
一部に装着されたセンサ素子を追跡する。第２の制御点の位置および配向は、第２のヒト
の手の一部のロケーションに基づいて生成される。本態様において、制御点および第２の
制御点は、遠隔操作制御に使用される。
【００１４】
　さらに別の態様において、ヒトの手の指に装着されたセンサ素子を追跡する。指間の運
動を決定し、低侵襲手術システムにおいて遠隔操作されるスレーブ手術器具の配向は、そ
の運動に基づいて制御する。
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【００１５】
　運動が第１の運動である場合、制御ステップは、スレーブ手術器具の手首の先端を、そ
の指向方向に転動させるステップを含む。運動が第１の運動とは異なる第２の運動である
場合、制御ステップは、スレーブ手術器具の偏揺れ運動を含む。
【００１６】
　低侵襲手術システムは、ハンド追跡システム、およびハンド追跡システムに連結される
コントローラを含む。ハンド追跡システムは、ヒトの手の一部に装着される複数のセンサ
素子のロケーションを追跡する。コントローラは、制御点の位置および配向に対してロケ
ーションを変える。コントローラは、制御点に基づいて、低侵襲手術システムにおけるデ
バイスを移動させるコマンドを送信する。再度、一態様において、デバイスは、遠隔操作
されるスレーブ手術器具であるが、別の態様において、デバイスは、手術部位のビデオ画
像に提示される仮想プロキシである。
【００１７】
　一態様において、システムはまた、複数の追跡センサを含むマスターフィンガー追跡デ
バイスを含む。マスターフィンガー追跡デバイスは、圧縮性本体、圧縮性本体に固定され
た第１のフィンガーループ、および圧縮性本体に固定された第２のフィンガーループをさ
らに含む。複数の追跡センサ中の第１の追跡センサは、第１のフィンガーループに取り付
けられる。複数の追跡センサ中の第２のラッキングセンサは、第２のフィンガーループに
取り付けられる。
【００１８】
　したがって、一態様において、低侵襲手術システムは、マスターフィンガー追跡デバイ
スを含む。マスターフィンガー追跡デバイスは、圧縮性本体と、圧縮性本体に固定される
第１のフィンガーループと、圧縮性本体に固定される第２のフィンガーループと、を含む
。第１の追跡センサは、第１のフィンガーループに取り付けられる。第２の追跡センサは
、第２のフィンガーループに取り付けられる。
【００１９】
　圧縮性本体は、第１の末端、第２の末端、および外面を含む。外面は、第１の末端と第
２の末端との間に伸長する第１の部分、および第１の末端と第２の末端との間に伸長する
、第１の部分とは反対に除去される第２の部分とを含む。
【００２０】
　圧縮性本体はまた、長さを有する。長さは、ヒトの手の第１指と第２指との間の分離を
制限するように選択される。
【００２１】
　第１のフィンガーループは、第１の末端に隣接する圧縮性本体に固定され、外面の第１
の部分を中心として伸長する。第１のフィンガーループをヒトの手の第１指に設置すると
き、外面の第１の部分の最初の部分が第１指に接触する。
【００２２】
　第２のフィンガーループは、第２の末端に隣接する圧縮性本体に固定され、外面の第１
の部分を中心として伸長する。第２のフィンガーループをヒトの手の第２指に設置すると
き、外面の第１の部分の２番目の部分が第２指に接触する。第１指および第２指が相互に
対して移動するとき、圧縮性本体は、圧縮性本体が移動への抵抗を提供するように２本の
指の間に位置付けられる。
【００２３】
　圧縮性本体の厚さは、第１指の先端がちょうど第２指の先端に触れたとき、圧縮性本体
が完全に圧縮されないように選択される。圧縮性本体は、遠隔操作されるスレーブ手術器
具のエンドエフェクタのグリップ力に対応して、触覚フィードバックを提供するように構
成される。
【００２４】
　一態様において、第１および第２の追跡センサは、受動電磁センサである。さらなる態
様において、各受動電磁追跡センサは、６度の自由度を有する。
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【００２５】
　マスターフィンガー追跡デバイスを使用する方法は、ヒトの手の第１指に装着されたセ
ンサの第１のロケーションと、第２指に装着された別のセンサの第２のロケーションとを
追跡するステップを含む。各ロケーションは、Ｎ度の自由度を有し、Ｎはゼロより大きい
整数である。第１のロケーションおよび第２のロケーションは、制御点のロケーションに
マッピングされる。制御点のロケーションは、６度の自由度を有する。６度の自由度は、
２＊Ｎ度の自由度以下である。第１のロケーションおよび第２のロケーションはまた、１
度の自由度を有するパラメータにマッピングされる。低侵襲手術システムにおけるスレー
ブ手術器具の遠隔操作は、制御点のロケーションおよびパラメータに基づいて制御される
。
【００２６】
　第１の態様において、パラメータは、グリップ閉合距離である。第２の態様において、
パラメータは配向を含む。別の態様において、Ｎは６であるが、異なる態様において、Ｎ
は５である。
【００２７】
　なおもさらなる態様において、ヒトの手の一部に装着されたセンサ素子は、ヒトの手の
一部の複数のロケーションを得るように追跡される。複数のロケーションに基づいて、複
数の既知のハンドジェスチャーからハンドジェスチャーが選択される。低侵襲手術システ
ムの操作は、ハンドジェスチャーに基づいて制御される。
【００２８】
　ハンドジェスチャーは、ハンドジェスチャーポーズ、ハンドジェスチャー軌道、または
ハンドジェスチャーポーズとハンドジェスチャーとの組み合わせのうちのいずれか１つで
あり得る。ハンドジェスチャーがハンドジェスチャーポーズであり、複数の既知のハンド
ジェスチャーが、複数の既知のハンドジェスチャーポーズを含む場合、低侵襲手術システ
ムのユーザインターフェースは、ハンドジェスチャーポーズによって制御される。
【００２９】
　さらに、一態様において、ハンドジェスチャーがハンドジェスチャーポーズである場合
、ハンドジェスチャーの選択は、追跡された複数のロケーションから認められる特徴集合
を生成することを含む。認められる特徴集合を、複数の既知のハンドジェスチャーポーズ
の特徴集合と比較する。既知のハンドジェスチャーのうちの１つは、ハンドジェスチャー
ポーズとして選択される。選択された既知のハンドジェスチャーポーズは、システムコマ
ンドにマッピングされ、システムコマンドは、低侵襲手術システムにおいてトリガされる
。
【００３０】
　なおもさらなる態様において、ハンドジェスチャーがハンドジェスチャー軌道を含む場
合、低侵襲手術システムのユーザインターフェースは、ハンドジェスチャー軌道に基づい
て制御される。
【００３１】
　ハンド追跡システムおよびコントローラを有する低侵襲手術システムにおいて、コント
ローラは、ハンドジェスチャーのロケーションを変える。コントローラは、ハンドジェス
チャーに基づいて、低侵襲手術システムの操作モードを修正するようにコマンドを送る。
【００３２】
　さらに別の態様において、ヒトの一部に装着されたセンサ素子を追跡して、ヒトの手の
一部のロケーションを得る。ロケーションに基づいて、この方法は、ヒトの手の一部の位
置が低侵襲手術システムのマスターツールグリップの位置からの閾値距離内であるか否か
を決定する。低侵襲手術システムの操作は、決定の結果に基づいて制御される。一態様に
おいて、マスターツールグリップに連結された遠隔操作スレーブ手術器具の遠隔操作は、
決定の結果に基づいて制御される。別の態様において、ユーザインターフェースの表示、
またはプロキシビジュアルの表示は、決定の結果に基づいて制御される。
【００３３】
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　一態様において、ヒトの手の一部の位置は、制御点の位置によって特定される。別の態
様において、ヒトの手の一部の位置は、人指し指の位置である。
【００３４】
　低侵襲手術システムは、ハンド追跡システムを含む。ハンド追跡システムは。ヒトの手
の一部のロケーションを追跡する。コントローラは、執刀医の手が低侵襲手術システムの
特定操作を許可するのに十分なだけマスターツールグリップに近接しているか否かを決定
する際に、そのロケーションを使用する。
【００３５】
　低侵襲手術システムはまた、ハンド追跡システムに連結されるコントローラを含む。コ
ントローラは、ロケーションをシステム制御パラメータに変換し、そのシステム制御パラ
メータに基づいて、低侵襲手術システムにコマンドを投入する。
　本明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　ヒトの手の一部に装着されたセンサを追跡して、該ヒトの手の一部のロケーションを得
ることと、
　該ロケーションに基づいて、制御点の位置および配向を生成することと、
　該制御点の位置および配向に基づいて、低侵襲手術システムにおけるデバイスの遠隔操
作を制御することと
　を含む、方法。
（項目２）
　前記デバイスは、仮想プロキシである、項目１に記載の方法。
（項目３）
　前記デバイスは、遠隔操作スレーブ手術器具を備え、
　前記方法は、
　グリップ閉合パラメータを生成することをさらに含み、前記遠隔操作を制御することは
、該グリップ閉合パラメータに基づいて、該遠隔操作スレーブ手術器具のエンドエフェク
タのグリップを制御することをさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目４）
　前記グリップ閉合パラメータを生成することは、
　前記ヒトの手の第１指の位置を、制御点フレームの指向軸上の第１の投影位置にマッピ
ングすることと、
　該ヒトの手の第２指の位置を、該制御点フレームの該指向軸上の第２の投影位置にマッ
ピングすることと、
　該第１指および第２指の位置、ならびにそれぞれの投影位置を使用して、評価グリップ
閉合距離を生成することと
　をさらに含む、項目３に記載の方法。
（項目５）
　前記グリップ閉合パラメータを生成することは、
　前記評価グリップ閉合距離が、最大閾値距離よりも大きいときには、グリップ閉合距離
を該最大閾値距離に設定することと、
　該評価グリップ閉合距離が、最小閾値距離未満であるときには、該グリップ閉合距離を
該最小閾値距離に設定することと、
　該評価グリップ閉合距離が、最小閾値距離よりも大きく、最大閾値距離未満であるとき
には、該グリップ閉合距離を、該評価グリップ閉合距離に設定することと
　をさらに含む、項目４に記載の方法。
（項目６）
　前記グリップ閉合パラメータを生成することは、
　前記グリップ閉合距離が中間距離よりも大きいときには、該グリップ閉合距離を、該グ
リップ閉合パラメータの第１の範囲内の値にマッピングして、スレーブ手術器具のエンド
エフェクタの顎部の開閉を制御することと、
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　該グリップ閉合距離が該中間距離未満であるときには、該グリップ閉合距離を、該グリ
ップ閉合パラメータの第２の範囲内の値にマッピングして、エンドエフェクタの閉じた顎
部の噛合力を制御することと
　をさらに含む、項目５に記載の方法。
（項目７）
　第２のヒトの手の一部に装着されたセンサを追跡することと、
　該第２のヒトの手の一部の前記ロケーションに基づいて、第２の制御点の位置および配
向を生成することと
　をさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目８）
　前記制御点および前記第２の制御点の両方が、遠隔操作を制御することに使用される、
項目７に記載の方法。
（項目９）
　前記デバイスは、内視鏡カメラであり、遠隔操作を制御することはさらに、内視鏡カメ
ラマニピュレータの遠隔操作を制御することを含む、項目１に記載の方法。
（項目１０）
　ヒトの手の指に装着されたセンサを追跡することと、
　該指の間の運動を決定することと、
　該運動に基づいて、低侵襲手術システムにおけるデバイスの配向を制御することと
　を含む、方法、
（項目１１）
　前記運動が第１の運動であるとき、配向を制御することは、
　スレーブ手術器具の手首の偏揺れ運動を制御することをさらに含む、項目１０に記載の
方法。
（項目１２）
　前記運動が前記第１の運動とは異なる第２の運動であるとき、制御することは、
　前記スレーブ手術器具の手首の先端を、その指向方向を中心として転動させることを含
む、項目１１に記載の方法。
（項目１３）
　低侵襲手術システムであって、
　ハンド追跡システムであって、ヒトの手の一部に装着された複数のセンサ素子のロケー
ションを追跡する、ハンド追跡システムと、
　該ハンド追跡システムに連結されるコントローラと
　を備え、
　該コントローラは、該ロケーションを制御点の制御点位置および制御点配向に変換し、
　該コントローラは、該制御点に基づいて、該低侵襲手術システムのデバイスを移動させ
るコマンドを送信する、低侵襲手術システム。
（項目１４）
　前記コントローラは、前記ロケーションをグリップ閉合パラメータに変換し、該グリッ
プ閉合パラメータを前記コマンドに含む、項目１３に記載のシステム。
（項目１５）
　前記複数のセンサ素子は、複数の基準マーカーを備える、項目１３に記載のシステム。
（項目１６）
　前記複数のセンサ素子は、複数の能動電磁センサを備える、項目１３に記載のシステム
。
（項目１７）
　複数の受動電磁センサを含む、マスターフィンガー追跡デバイスをさらに備える、項目
１６に記載のシステム。
（項目１８）
　マスターフィンガー追跡デバイスをさらに備え、該マスターフィンガー追跡デバイスは
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、
　圧縮性本体と、
　圧縮性本体に固定される第１のフィンガーループであって、第１のセンサ素子が、第１
のフィンガーループに取り付けられる、第１のフィンガーループと、
　圧縮性本体に固定される第２のフィンガーループであって、第２のフィンガーループに
取り付けられる、第２のフィンガーループと
　を含む、項目１３に記載のシステム。
（項目１９）
　前記第１のセンサ素子および前記第２のセンサ素子は、受動電磁センサである、項目１
８に記載のシステム。
（項目２０）
　前記デバイスは、仮想プロキシである、項目１３に記載のシステム。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】図１は、ハンド追跡システムを含む、低侵襲遠隔操作手術システムの高レベル図
である。
【図２Ａ】図２Ａ～２Ｇは、図１の低侵襲遠隔操作手術システムの遠隔操作スレーブ手術
器具を制御するために使用される、ハンド追跡マスターツールグリップの様々な構成の例
である。
【図２Ｂ】図２Ａ～２Ｇは、図１の低侵襲遠隔操作手術システムの遠隔操作スレーブ手術
器具を制御するために使用される、ハンド追跡マスターツールグリップの様々な構成の例
である。
【図２Ｃ】図２Ａ～２Ｇは、図１の低侵襲遠隔操作手術システムの遠隔操作スレーブ手術
器具を制御するために使用される、ハンド追跡マスターツールグリップの様々な構成の例
である。
【図２Ｄ】図２Ａ～２Ｇは、図１の低侵襲遠隔操作手術システムの遠隔操作スレーブ手術
器具を制御するために使用される、ハンド追跡マスターツールグリップの様々な構成の例
である。
【図２Ｅ】図２Ａ～２Ｇは、図１の低侵襲遠隔操作手術システムの遠隔操作スレーブ手術
器具を制御するために使用される、ハンド追跡マスターツールグリップの様々な構成の例
である。
【図２Ｆ】図２Ａ～２Ｇは、図１の低侵襲遠隔操作手術システムの遠隔操作スレーブ手術
器具を制御するために使用される、ハンド追跡マスターツールグリップの様々な構成の例
である。
【図２Ｇ】図２Ａ～２Ｇは、図１の低侵襲遠隔操作手術システムの遠隔操作スレーブ手術
器具を制御するために使用される、ハンド追跡マスターツールグリップの様々な構成の例
である。
【図３Ａ】図３Ａ～３Ｄは、図１の低侵襲遠隔操作手術システムにおいて、システムモー
ドを制御するために使用される、ハンドジェスチャーポーズの例である。
【図３Ｂ】図３Ａ～３Ｄは、図１の低侵襲遠隔操作手術システムにおいて、システムモー
ドを制御するために使用される、ハンドジェスチャーポーズの例である。
【図３Ｃ】図３Ａ～３Ｄは、図１の低侵襲遠隔操作手術システムにおいて、システムモー
ドを制御するために使用される、ハンドジェスチャーポーズの例である。
【図３Ｄ】図３Ａ～３Ｄは、図１の低侵襲遠隔操作手術システムにおいて、システムモー
ドを制御するために使用される、ハンドジェスチャーポーズの例である。
【図４Ａ】図４Ａ～４Ｃは、図１の低侵襲遠隔操作手術システムにおいて、システムモー
ドを制御するためにも使用される、ハンドジェスチャー軌道の例である。
【図４Ｂ】図４Ａ～４Ｃは、図１の低侵襲遠隔操作手術システムにおいて、システムモー
ドを制御するためにも使用される、ハンドジェスチャー軌道の例である。
【図４Ｃ】図４Ａ～４Ｃは、図１の低侵襲遠隔操作手術システムにおいて、システムモー
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ドを制御するためにも使用される、ハンドジェスチャー軌道の例である。
【図５】図５は、カメラベースの追跡システムにおいて、ハンドトラッキングするための
基準マーカーの設置の例示である。
【図６Ａ】図６Ａおよび６Ｂは、図１の執刀医のコンソールのより詳細な図であり、図１
の低侵襲遠隔操作手術システムによって、ハンドトラッキングに利用される座標系の例を
含む。
【図６Ｂ】図６Ａおよび６Ｂは、図１の執刀医のコンソールのより詳細な図であり、図１
の低侵襲遠隔操作手術システムによって、ハンドトラッキングに利用される座標系の例を
含む。
【図７】図７は、手に装着されたツールグリップおよび図１の低侵襲遠隔操作手術システ
ムによって、ハンドトラッキングに使用されるロケーションおよび座標系のより詳細な図
である。
【図８】図８は、図１の低侵襲遠隔操作手術システムにおいて、手の指を追跡するために
追跡システムにおいて使用され、スレーブ手術器具の遠隔操作に関するデータを生成する
ために使用されるプロセスのプロセスフロー図である。
【図９】図９は、図８のロケーションデータを制御点およびグリップパラメータにマッピ
ングするプロセスのより詳細なプロセスフロー図である。
【図１０】図１０は、ハンドジェスチャーポーズおよびハンドジェスチャー軌道を認識す
るために追跡システムにおいて使用されるプロセスのプロセスフロー図である。
【図１１】図１１は、手の存在検出のために追跡システムにおいて使用されるプロセスの
プロセスフロー図である。
【図１２】図１２は、マスターフィンガー追跡デバイスの一実施例の例示である。
【図１３】図１３は、プロキシビジュアルを含む、表示デバイスに提示されるビデオ画像
の例示であり、本実施例では、仮想ゴースト器具および遠隔操作スレーブ手術器具を含む
。
【図１４】図１４は、プロキシビジュアルを含む、表示デバイスに提示されるビデオ画像
の例示であり、本実施例では、一対の仮想ハンドおよび遠隔操作スレーブ手術器具を含む
。
【図１５】図１５は、プロキシビジュアルを含む、表示デバイスに提示されるビデオ画像
の例示であり、本実施例では、仮想テレストレーションデバイス、および仮想ゴースト器
具、ならびに遠隔操作スレーブ手術器具を含む。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　図面において、３桁の参照番号の最初の桁は、その参照番号を有する素子が最初に現れ
る図面の図番を示し、４桁の参照番号の最初の２ケタは、その参照番号を有する素子が最
初に現れる図の図番を示す。
【００３８】
　本明細書で使用する、ロケーションは、位置および配向を含む。
【００３９】
　本明細書で使用する、ハンドジェスチャー（ジェスチャーと呼ばれる場合がある）は、
ハンドジェスチャーポーズ、ハンドジェスチャー軌道、およびハンドジェスチャーポーズ
とハンドジェスチャー軌道との組み合わせを含む。
【００４０】
　本発明の態様は、低侵襲手術システム、例えば、カリフォルニア州サニーベール、Ｉｎ
ｔｕｉｔｉｖｅ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ，Ｉｎｃ．によって市販されているｄａ　Ｖｉｎｃｉ
（登録商標）低侵襲遠隔操作手術システムの制御能力を、低侵襲手術システムを制御する
際に手のロケーション情報を利用することによって増強させることができる。手の１本ま
たは複数の指の測定ロケーションを使用して、システム制御パラメータを決定し、それら
を順に使用して、手術システムにおいてシステムコマンドをトリガする。システムコマン
ドは、手のロケーションが追跡されている人のロケーション、すなわち、その人が執刀医



(13) JP 5702797 B2 2015.4.15

10

20

30

40

50

のコンソールにいるか否かに依存する。
【００４１】
　測定されたロケーションが、執刀医のコンソールにおいてではなく、ヒトの手の指に対
してである場合、システムコマンドは、手の配向と２本の指の相対運動との組み合わせに
基づく遠隔操作スレーブ手術器具の一部の配向を変更するコマンドと、先端の運動が手の
一部の運動に続くように、遠隔操作スレーブ手術器具の先端を移動させるコマンドとを含
む。測定されたロケーションが、執刀医のコンソールにおける人の手の指に関する場合、
システムコマンドは、スレーブ手術器具の運動が継続してマスターツールグリップの運動
を追跡するのを許可するか、または防止するコマンドを含む。測定されたロケーションが
、執刀医のコンソールにおいてではない人の手の指に関するか、または執刀医のコンソー
ルにおける人の手の指に関するか、のいずれかである場合、システムコマンドは、システ
ムまたはシステムの一部に、ハンドジェスチャーポーズに基づいて動作するように命令す
ることと、システムまたはシステムの一部に、ハンドジェスチャー軌道に基づいて動作す
るように命令することと、を含む。
【００４２】
　図１は、ハンド追跡システムを含む、低侵襲遠隔操作手術システム１００、例えば、ｄ
ａ　Ｖｉｎｃｉ（登録商標）手術システムの高レベル図である。ｄａ　Ｖｉｎｃｉ（登録
商標）手術システムに随伴する他の部品、ケーブル等が存在するが、開示からの逸脱を回
避するため、それらは図１において例示されない。低侵襲手術システムに関するさらなる
情報は、例えば、米国特許出願第１１／７６２，１６５号（２００７年６月１３日出願、
「Ｍｉｎｉｍａｌｌｙ　Ｉｎｖａｓｉｖｅ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ」を開示）
、および米国特許第６，３３１，１８１号（２００１年１２月１８日発行、「Ｓｕｒｇｉ
ｃａｌ　Ｒｏｂｏｔｉｃ　Ｔｏｏｌｓ，　Ｄａｔａ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ，Ａｎｄ
　Ｕｓｅ」を開示）において見出されてもよく、いずれも参照することにより本明細書に
組み込まれる。例えば、いずれも参照することにより本明細書に組み込まれる、米国特許
第７，１５５，３１５号（２００５年１２月１２日出願、「Ｃａｍｅｒａ　Ｒｅｆｅｒｅ
ｎｃｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎ　Ａ　Ｍｉｎｉｍａｌｌｙ　Ｉｎｖａｓｉｖｅ　Ｓｕｒ
ｇｉｃａｌ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ」を開示）、および第７，５７４，２５０号（２００３
年２月４日出願、「Ｉｍａｇｅ　Ｓｈｉｆｔｉｎｇ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　Ａｎｄ　Ｍｅ
ｔｈｏｄ　Ｆｏｒ　Ａ　Ｔｅｌｅｒｏｂｏｔｉｃ　Ｓｙｓｔｅｍ」を開示）も参照された
い。
【００４３】
　本実施例において、システム１００は、複数のマニピュレータを有するカート１１０を
含む。各マニピュレータおよびそのマニピュレータによって制御される遠隔操作スレーブ
手術器具は、執刀医のコンソール１８５上のマスターツールマニピュレータに連結および
分離することができ、さらにそれらは、マスターフィンガー追跡グリップ１７０と呼ばれ
る場合がある、機械的に非接地の非動力マスター追跡グリップ１７０に連結および分離す
ることができる。
【００４４】
　マニピュレータ１１３上に装着された立体内視鏡１１２は、患者１１１の体内の手術部
位１０３の画像を提供し、ディスプレイ１８７および執刀医のコンソール１８５における
ディスプレイに表示される。画像は、立体内視鏡１１２の視野に、スレーブ手術デバイス
のうちのいずれかの画像を含む。執刀医のコンソール１８５上のマスターツールマニピュ
レータと、スレーブ手術デバイスと、立体内視鏡１１２との間の相互作用は、既知のシス
テムと同様であるため、当該技術分野における有識者に知られている。
【００４５】
　一態様において、執刀医１８１は、執刀医の手の少なくとも１本の指を動かし、順に、
マスターフィンガー追跡グリップ１７０内のセンサにロケーションを変更させる。ハンド
トラキングトランスミッタ１７５は、指の新しい位置および配向が、マスターフィンガー
追跡グリップ１７０によって感知されるように、フィールドを提供する。新しく感知され
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た位置および配向は、ハンド追跡コントローラ１３０に提供される。
【００４６】
　一態様において、以下でさらに完全に説明されるように、ハンド追跡コントローラ１３
０は、感知された位置および配向を、執刀医１８１の視界座標系における制御点の位置お
よび制御点の配向にマッピングする。ハンド追跡コントローラ１３０は、このロケーショ
ン情報をシステムコントローラ１４０に送信し、順に、システムコマンドを、マスターフ
ィンガー追跡グリップ１７０に連結される遠隔操作スレーブ手術器具に送信する。以下で
さらに完全に説明されるように、マスターフィンガー追跡グリップ１７０、執刀医１８１
は、例えば、遠隔操作スレーブ手術器具のエンドエフェクタのグリップ、ならびにエンド
エフェクタに連結された手首に転動および偏揺れを制御することができる。
【００４７】
　別の態様において、執刀医１８１の手の少なくとも一部、または執刀医１８０の手のハ
ンドトラッキングを、ハンド追跡コントローラ１３０によって使用し、ハンドジェスチャ
ーポーズが、執刀医によって行われるか、またはハンドジェスチャーポーズとハンドジェ
スチャー軌道との組み合わせが、執刀医によって行われるかを決定する。各ハンドジェス
チャーポーズおよびハンドジェスチャーポーズと組み合わされる各軌道は、異なるシステ
ムコマンドにマッピングされる。システムコマンドは、例えば、システムモードの変更を
制御し、低侵襲手術システム１００の他の態様を制御する。
【００４８】
　例えば、既知の低侵襲手術システムに見られるように、足踏みペダルおよびスイッチを
使用する代わりに、ハンドジェスチャー、ハンドジェスチャーポーズまたはハンドジェス
チャー軌道のいずれかを使用して、（ｉ）マスターツールグリップおよび関連する遠隔操
作スレーブ手術器具の運動の間で追跡を開始し、（ｉｉ）マスタークラッチを起動し（ス
レーブ器具のマスター制御を分離する）、（ｉｉｉ）内視鏡カメラを制御し（内視鏡の移
動または特徴、例えば、焦点または電子ズーム等をマスターに制御させる）、（ｉｖ）ロ
ボットアームを交換し（２つのスレーブ器具間の特定のマスター制御を交換する）、（ｖ
）ＴＩＬＥＰＲＯＴＭを交換する（執刀医のディスプレイ上の補助ビデオウィンドウの表
示をトグルする）。（ＴＩＬＥＰＲＯは、米国カリフォルニア州サニーベール、Ｉｎｔｕ
ｉｔｉｖｅ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ，Ｉｎｃ．の商標である）。
【００４９】
　システム１００に２つのマスターツールグリップしかなく、執刀医１８０がその２つの
マスターツールグリップに連結された２つの遠隔操作スレーブ手術器具以外のスレーブ手
術器具の移動を制御する場合、執刀医は、第１のハンドジェスチャーを使用して、２つの
遠隔操作スレーブ手術器具の一方または両方を所定位置に固定してもよい。次に、執刀医
は、マスターツールグリップ異なるハンドジェスチャーを使用することによって、遠隔操
作スレーブ手術器具に対するマスターツールグリップの一方または両方を、マニピュレー
タアームのもう一方によって保持される他のスレーブ手術器具と関連付け、本実装におい
ては、遠隔操作スレーブ手術器具に対するマスターツールグリップの関連付けを交換する
。執刀医１８１は、システム１００に２つのマスターフィンガー追跡グリップしかない場
合に同等の手順を行う。
【００５０】
　さらに別の態様において、執刀医のコンソール１８５に装着されたハンドトラッキング
ユニット１８６は、執刀医１８０の手の少なくとも一部を追跡し、感知したロケーション
情報をハンド追跡コントローラ１３０に送信する。ハンド追跡コントローラ１３０は、執
刀医の手が、例えば、システムが追跡するのに十分なだけマスターツールグリップに近接
しているか、例えば、スレーブ手術器具の運動は、マスターツールグリップの運動を追跡
するかを決定する。以下でより完全に説明されるように、一態様において、ハンド追跡コ
ントローラ１３０は、執刀医の手の位置および対応するマスターツールグリップの位置を
決定する。２つの位置の差異が既定距離内、例えば、閾値分離未満である場合、追跡が許
可され、そうでなければ追跡は抑制される。したがって、距離は、執刀医のコンソール１
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８５上のマスターツールグリップに関する、執刀医の手の存在の一指標として使用される
。別の態様において、マスターツールグリップの位置に対する執刀医の手の位置が、閾値
分離未満である場合、ディスプレイ上のユーザインターフェースの表示は抑制され、例え
ば、ディスプレイデバイス上でオフになる。逆に、マスターツールグリップの位置に対す
る執刀医の手の位置が、閾値分離を超える場合、ユーザインターフェースは、ディスプレ
イデバイス上に表示され、例えば、オンになる。
【００５１】
　執刀医の手の存在検出は、長年の問題であった。存在検出は、異なる接触感知技術、例
えば、容量性スイッチ、圧力センサ、および機械スイッチ等を使用して何度も試行された
。しかしながら、これらのアプローチは、執刀医がマスターツールグリップを保持する方
法および場所に異なる選好を有するため、本質的に問題がある。距離を存在の一指標とし
て使用することは、この種の存在検出では、執刀医がマスターツールグリップに軽く触れ
ると、瞬時に身体的接触を断ち、マスターツールグリップを調整できるようにするが、執
刀医がマスターツールグリップを指で保持する方法を制約しないため有利である。
【００５２】
　（ハンドトラッキングを介する手術器具の制御）
　マスターフィンガー追跡グリップ２７０と呼ばれる場合がある、機械的に非接地の非動
力マスターフィンガー追跡グリップ２７０の一実施例は、図２Ａ～２Ｄにおいて異なる構
成で例示され、以下でより完全に説明される。マスターフィンガー追跡グリップ２７０は
、指装着センサ２１１、２１２（指および親指装着センサ２１１、２１２と称される場合
もある）を含み、人指し指２９２Ｂの先端および親指２９２Ａの先端のそれぞれのロケー
ション（一実施例における位置および配向）を独立して追跡し、すなわち、執刀医の手の
２本の指のロケーションを追跡する。したがって、既知の低侵襲手術システムにおけるマ
スターツールグリップのロケーションを追跡することとは対照的に、手自体のロケーショ
ンが追跡される。
【００５３】
　一態様において、センサは、センサが装着される手の各指に対して、６度の自由度の追
跡を提供する（３変換および３転動）。別の態様において、センサは、センサが装着され
る手の各指に対して、５度の自由度の追跡を提供する（３変換および２転動）。
【００５４】
　なおもさらに別の態様において、センサは、センサが装着される手の各指に対して、３
度の自由度の追跡を提供する（３変換）。２本の指がそれぞれ３度の自由度で追跡される
場合、手首機序を含まないスレーブ手術器具を制御するには、合計６変換度の自由度で十
分である。
【００５５】
　パッド入りフォームコネクタ２１０は、指および親指装着センサ２１１、２１２の間に
接続される。コネクタ２１０は、親指２９２Ａおよび人指し指２９２Ｂ、すなわち、手の
指２９１Ｒを、固定距離内に制約し、すなわち、マスターフィンガー追跡グリップ２７０
が装着される手の指２９１Ｒの間の最大分離距離が存在する。親指２９２Ａおよび人指し
指２９２Ｂは、最大分離（図２Ａ）から完全閉合構成（図２Ｄ）に移され、パッドは、正
のフィードバックを提供し、執刀医１８１が、マスターフィンガー追跡グリップ１７０に
連結された遠隔操作スレーブ手術器具のエンドエフェクタのグリップ力を制御するのを助
ける。
【００５６】
　図２Ａにおいて、親指２９２Ａおよび人指し指２９２Ｂがマスターフィンガー追跡グリ
ップ２７０によって許可される最大距離だけ分離して示される位置の場合、グリップ力は
最小である。逆に、親指２９２Ａおよび人指し指２９２Ｂが、コネクタ２１０によって許
可される限り近接している、すなわち、マスターフィンガー追跡グリップ２７０によって
許可される最小距離だけ分離している、図２Ｄに示される位置において、グリップ力は最
大である。図２Ｂおよび２Ｃは、中間グリップ力にマッピングされる位置を表す。
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【００５７】
　以下でより完全に説明されるように、図２Ａ～２Ｄにおける親指２９２Ａおよび人指し
指２９２Ｂのロケーション（位置および配向）は、グリップ閉合パラメータ、例えば、マ
スターフィンガー追跡グリップ２７０に連結された遠隔操作スレーブ手術器具のグリップ
を制御するために使用される、標準化グリップ閉合値にマッピングされる。特に、親指２
９２Ａおよび人指し指２９２Ｂの感知されたロケーションは、ハンド追跡コントローラ１
３０によって、グリップ閉合パラメータにマッピングされる。
【００５８】
　したがって、執刀医１８１の手の一部のロケーションが追跡される。追跡されたロケー
ションに基づいて、低侵襲手術システム１００のシステム制御パラメータ、すなわち、グ
リップ閉合パラメータは、ハンド追跡コントローラ１３０によって生成され、システムコ
ントローラ１４０に供給される。システムコントローラ１４０は、遠隔操作スレーブ手術
器具に送信されるシステムコマンドを生成する際に、グリップ閉合パラメータを使用する
。システムコマンドは、遠隔操作手術器具に指示して、グリップ閉合パラメータに対応す
るグリップ閉合を有するようにエンドエフェクタを構成させる。したがって、低侵襲手術
システム１００は、グリップ閉合パラメータを使用して、低侵襲手術システム１００の遠
隔操作スレーブ手術器具の操作を制御する。
【００５９】
　図２Ａ～２Ｄにおける親指２９２Ａおよび人指し指２９２Ｂのロケーション（位置およ
び配向）はまた、ハンド追跡コントローラ１３０によって、制御点の位置および制御点の
配向にマッピングされる。制御点の位置および制御点の配向は、執刀医１８１の視界座標
系にマッピングされた後、コマンド信号を介して、システムコントローラ１４０に提供さ
れる。視界座標系における制御点の位置および制御点の配向は、システムコントローラ１
４０によって、マスターフィンガー追跡グリップ１７０に連結されたスレーブ手術器具の
遠隔操作に使用される。
【００６０】
　再度、執刀医１８１の手の一部のロケーションが追跡される。追跡されたロケーション
に基づいて、低侵襲手術システム１００の別のシステム制御パラメータ、すなわち、制御
点の位置および配向が、ハンド追跡コントローラ１３０によって生成される。ハンド追跡
コントローラ１３０は、コマンド信号を、制御点の位置および配向とともにシステムコン
トローラ１４０に伝送する。システムコントローラ１４０は、遠隔操作スレーブ手術器具
に送信されるシステムコマンドを生成する際に、制御点の位置および配向を使用する。シ
ステムコマンドは、遠隔操作手術器具に指示して、遠隔操作手術器具を制御点の位置およ
び配向に基づいて位置付けさせる。したがって、低侵襲手術システム１００は、制御点の
位置および配向を使用して、低侵襲手術システム１００の遠隔操作スレーブ手術器具の操
作を制御する。
【００６１】
　センサ２１１、２１２の位置に基づいて、グリップ閉合を決定することに加えて、人指
し指２９２Ｂと親指２９２Ａとの間の他の相対運動を使用して、スレーブ手術器具の偏揺
れ運動および転動運動を制御する。スピンドルを転動させるように、指２９２Ｂと親指２
９２Ａを一緒に横方向にこすり合わせることは（想像上のスピンドル２９３を中心として
（図２Ｅ）の矢印によって表される）、スレーブ手術器具の先端の転動を生じるが、人指
し指と親指とを相互に沿って縦方向に前後に摺動させることは（矢印２９５によって表さ
れる指向方向で、軸に沿って（図２Ｆ）の矢印によって表される）、スレーブ手術器具の
Ｘ軸に沿って、偏揺れ運動を生じる。これは、人指し指の先端位置と親指の先端位置との
間のベクトルをマッピングすることによって達成され、制御点の配向のＸ軸を定義する。
人指し指および親指は、それぞれ軸２９５に沿って対称的に摺動しているため、制御点の
位置は比較的安定したままである。人指し指および親指の運動は、完全に対称的な運動で
はないが、位置は依然として十分に安定したままであり、ユーザは、起こり得るあらゆる
摂動を容易に修正することができる。
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【００６２】
　再度、執刀医１８１の手の一部のロケーションが追跡される。追跡されたロケーション
に基づいて、さらに別のシステム制御パラメータ、すなわち、執刀医の手２９１Ｒの２本
の指の間の相対運動が、ハンド追跡コントローラ１３０によって生成される。
【００６３】
　ハンド追跡コントローラ１３０は、相対運動をマスターフィンガー追跡グリップ１７０
に連結された遠隔操作スレーブ手術器具の配向に変換する。ハンド追跡コントローラ１３
０は、配向とともにコマンド信号をシステムコントローラ１４０に送信する。この配向は
、絶対配向マッピングであるが、システムコントローラ１４０は、一態様において、あら
ゆる他の受動ジンバルマスターツールグリップからの配向入力と同一の方法で、遠隔操作
中にラチェットとともにこの入力を使用する。ラチェットの一実施例は、参照することに
よりその全体が本明細書に組み込まれる、同一出願人による米国特許出願第１２／４９５
，２１３号（２００９年６月３０日出願、「Ｒａｔｃｈｅｔｉｎｇ　Ｆｏｒ　Ｍａｓｔｅ
ｒ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　Ｏｆ　Ａ　Ｔｅｌｅｏｐｅｒａｔｅｄ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉ
ｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」を開示）に記載される。
【００６４】
　システムコントローラ１４０は、遠隔操作スレーブ手術器具に送信されるシステムコマ
ンドを生成する際に、配向を使用する。システムコマンドは、遠隔操作手術器具に指示し
て、遠隔操作手術器具を配向に基づいて転動させる。したがって、低侵襲手術システム１
００は、２本の指の間の運動を使用して、低侵襲手術システム１００の遠隔操作スレーブ
手術器具の操作を生後する。
【００６５】
　運動が第１の運動である場合、例えば、スピンドルを転動させるように、指２９２Ｂと
親指２９２Ａを横方向にこすり合わせる場合、配向は転動であり、システムコマンドは、
指向方向に沿って、スレーブ手術器具の手首の先端転動をもたらす。運動が第１の運動と
は異なる第２の運動である場合、例えば、人指し指と親指とを相互に沿って縦方向に前後
に摺動させる場合（図２Ｆ）、配向は偏揺れであり、システムコマンドは、スレーブ手術
器具の手首の偏揺れ運動をもたらす。
【００６６】
　さらに別の態様において、執刀医が、システム操作モードをジェスチャー認識モードに
変更すると、両手が追跡され、一態様において、手に装着されるセンサの感知された位置
および配向に基づいて、両手の制御点および配向が生成される。例えば、図２Ｇに例示さ
れるように、それぞれの手の親指および人指し指の先端が一緒に接触して、円のような形
態を形成する。それぞれの手の感知位置は、ハンド追跡コントローラ１３０によって、一
対の制御点位置にマッピングされる。制御点の対は、カメラ制御システムイベントととも
に、システムコントローラ１４０に送信される。
【００６７】
　したがって、本態様において、執刀医１８１のそれぞれの手の一部のロケーションが追
跡される。低侵襲手術システム１００の別のシステム制御パラメータ、すなわち、一対の
制御点位置が、追跡されたロケーションに基づいて、ハンド追跡コントローラ１３０によ
って生成される。ハンド追跡コントローラ１３０は、一対の制御点位置を、カメラ制御シ
ステムイベントとともに、システムコントローラ１４０に送信する。
【００６８】
　カメラ制御システムイベントに応答して、システムコントローラ１４０は、一対の制御
点位置に基づいて、カメラ制御システムコマンドを生成する。カメラ制御システムコマン
ドは、低侵襲手術システム１００の遠隔操作内視鏡カメラマニピュレータに送信される。
したがって、低侵襲手術システム１００は、一対の制御点位置を使用して、低侵襲手術シ
ステム１００の遠隔操作内視鏡カメラマニピュレータの操作を制御する。
【００６９】
　（ハンドジェスチャーポーズおよびハンドジェスチャー軌道を介するシステム制御）
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　本態様において、ジェスチャー検出モードの操作に置かれた後、ハンド追跡コントロー
ラ１３０は、ハンドジェスチャーポーズ、またはハンドジェスチャーポーズおよびハンド
ジェスチャー軌道を検出する。コントローラ１３０は、ハンドジェスチャーポーズを、あ
るシステムモード制御コマンドにマッピングし、同様に、コントローラ１３０は、ハンド
ジェスチャー軌道を、他のシステムモード制御コマンドにマッピングする。ポーズおよび
軌道のマッピングは、独立しているため、例えば、手動のシグナル言語トラッキングとは
異なることに留意されたい。既知の低侵襲手術システムに見られるように、スイッチ、多
数のフットペダル等を操作する代わりに、ハンドジェスチャーポーズおよびハンドジェス
チャー軌道を使用して、システムコマンドを生成し、システム１００を制御する能力は、
システム１００の優れた使い易さを執刀医に提供する。
【００７０】
　執刀医が立っている場合、システム１００を制御するためのハンドジェスチャーポーズ
およびハンドジェスチャー軌道の使用は、執刀医が眼を離して、および／またはスクリー
ンを見ること、ならびに執刀医がシステムモードを変更する場合に、フットペダルまたは
スイッチを探すことが不要になる。最後に、様々なスイッチおよびフットペダルの排除は
、低侵襲手術システムに要するフロアスペースを減少させる。
【００７１】
　低侵襲手術システム１００を制御するために使用されるハンドジェスチャーポーズおよ
びハンドジェスチャー軌道の特定の集合は、各ハンドジェスチャーポーズおよび各ハンド
ジェスチャー軌道が明白である限り、重要でない。特に、１つのハンドジェスチャーポー
ズは、ハンド追跡コントローラ１３０によって、ポーズの集合における１つまたは複数の
他のハンドジェスチャーポーズとして解釈されるべきではなく、ハンドジェスチャー軌道
は、軌道の集合における複数のハンドジェスチャー軌道として解釈されるべきではない。
したがって、以下に論じられるハンドジェスチャーポーズおよびハンドジェスチャー軌道
は、単なる例示であり、限定することを意図しない。
【００７２】
　図３Ａ～３Ｄは、それぞれハンドジェスチャーポーズ３００Ａ～３００Ｄの実施例であ
る。図４Ａ～４Ｃは、ハンドジェスチャー軌道の実施例である。例えば、図２Ａの構成は
、図３Ａのそれに類似しているように見えるが、操作モードの低侵襲手術システム１００
は、２つの構成が使用される場合は異なることに留意されたい。
【００７３】
　図２Ａにおいて、遠隔操作される低侵襲スレーブ手術器具は、マスターフィンガー追跡
グリップ１７０に連結され、システム１００は、遠隔操作される低侵襲スレーブ手術器具
が、追跡される執刀医の手の動きに従うように、追跡モードである。図３Ａ～３Ｄおよび
４Ａ～４Ｃにおいて、執刀医は、システム１００をジェスチャー認識モードにした後、例
示されるハンドジェスチャーポーズまたはハンドジェスチャー軌道のうちの１つを行う。
ハンドジェスチャーポーズおよびハンドジェスチャー軌道は、システムモードの制御にお
いて使用され、追跡モードの操作では使用されない。例えば、ハンドジェスチャーポーズ
によって制御されるシステムモードは、視覚的表示を可能化、不可能化、および循環させ
、視覚的表示をクラッチし、ならびにテレストレーションを描写／消去する。
【００７４】
　ハンドジェスチャーポーズ３００Ａ（図３Ａ）において、親指２９２Ａおよび人指し指
２９２Ｂは、マスタークラッチ閾値を超えて分離され、例えば、２本の手の指２９１Ｒ間
の拡散は、１１５ｍｍを超える。人指し指２９２Ｂを伸ばし、親指２９２Ａを曲げたハン
ドジェスチャーポーズ３００Ｂ（図３Ｂ）を使用して、ハンド追跡コントローラ１３０に
、執刀医がハンドジェスチャー軌道を追跡していることをシグナル伝達する（図４Ａおよ
び４Ｂを参照）。親指２９２Ａを上に向け、人指し指２９２Ｂを曲げたハンドジェスチャ
ーポーズ３００Ｃ（図３Ｃ）を使用して、ユーザインターフェースをオンにし、ユーザイ
ンターフェースにおいてモードを循環させる。親指２９２Ａを下に向け、人指し指２９２
Ｂを曲げたハンドジェスチャーポーズ３００Ｄ（図３Ｄ）を使用して、ユーザインターフ
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ェースをオフにする。他のハンドジェスチャーポーズには、「ＯＫ」ハンドジェスチャー
ポーズ、Ｌ字型ハンドジェスチャーポーズ等が挙げられる。
【００７５】
　ハンド追跡コントローラ１３０は、一態様において、多次元特徴ベクトルを使用して、
ハンドジェスチャーポーズを認識および識別する。最初に、複数のハンドジェスチャーポ
ーズを特定する。次に、複数の特徴を含む特徴集合が特定される。特徴集合は、複数のポ
ーズにおける各ハンドジェスチャーポーズを固有に識別するように設計される。
【００７６】
　ハンドジェスチャーポーズ認識プロセスは、トレーニングデータベースを使用してトレ
ーニングされる。トレーニングデータベースは、ハンドジェスチャーポーズのそれぞれに
関する複数の事例を含む。複数の事例は、多数の異なる人によって行われたポーズの特徴
ベクトルを含む。特徴集合は、トレーニングデータベースの各事例に対して生成される。
これらの特徴集合は、以下でより完全に説明されるように、多次元ベイズ識別器をトレー
ニングするために使用される。
【００７７】
　執刀医１８０が、ハンドジェスチャーモードの操作を入力する場合、執刀医は、スイッ
チを起動し、例えば、フットペダルを踏み、次に少なくとも片手でハンドジェスチャーポ
ーズを行う。この実施例は、単一フットペダルを必要とするが、既知の低侵襲手術システ
ムのフットトレイにおける他のフットペダルの排除を可能にしながら、依然として上記の
利点を有することに留意されたい。ハンドトラッキングユニット１８６は、執刀医の片手
または両手の親指および人指し指の感知された位置および配向を表す信号を、ハンド追跡
コントローラ１３０に送信する。
【００７８】
　執刀医の手の指に関するトラッキングデータを使用して、ハンド追跡コントローラ１３
０は、観察された特徴集合を生成する。ハンド追跡コントローラ１３０は、次に、トレー
ニングされた多次元ベイズ識別器およびマハラノビス距離を使用して、観察された特徴集
合が、複数のポーズにおけるハンドジェスチャーポーズの特徴集合である可能性、すなわ
ち、確率を決定する。これは、複数のポーズにおけるハンドジェスチャーポーズのそれぞ
れに対して行われる。
【００７９】
　ハンド追跡コントローラ１３０によって、観察されたハンドジェスチャーポーズとして
選択される、複数のポーズにおけるハンドジェスチャーポーズは、マハラノビス距離が、
そのハンドジェスチャーポーズのトレーニングデータベースにおいて、最大マハラノビス
距離未満である場合に、最小マハラノビス距離を有するものである。選択されたハンドジ
ェスチャーポーズは、システムイベントにマッピングされる。ハンド追跡コントローラ１
３０は、システムイベントをシステムコントローラ１４０に投入する。
【００８０】
　システムコントローラ１４０は、システムイベントを処理し、システムコマンドを発行
する。例えば、ハンドジェスチャーポーズ３００Ｃ（図３Ｃ）が検出される場合、システ
ムコントローラ１４０は、システムコマンドをディスプレイコントローラ１５０に送信し
て、ユーザインターフェースをオンにする。それに応じて、ディスプレイコントローラ１
５０は、プロセッサ１５１上のユーザインターフェースモジュール１５５の少なくとも一
部を実行して、執刀医のコンソール１８５のディスプレイ上にユーザインターフェースを
生成する。
【００８１】
　したがって、本態様において、低侵襲手術システム１００は、ヒトの手の一部のロケー
ションを追跡する。追跡されたロケーションに基づいて、システム制御パラメータが生成
され、例えば、ハンドジェスチャーポーズが選択される。ハンドジェスチャーポーズを使
用して、低侵襲手術システム１００のユーザインターフェースを制御し、例えば、ユーザ
インターフェースを執刀医のコンソール１８５のディスプレイに表示する。
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【００８２】
　ユーザインターフェース制御は、単なる例示であり、限定することを意図しない。ハン
ドジェスチャーを使用して、既知の低侵襲手術システムにおける、例えば、マスタークラ
ッチ、カメラ制御、カメラフォーカス、マニピュレータアーム交換等のモード変更のうち
のいずれかを行うことができる。
【００８３】
　ハンドジェスチャーポーズ認識プロセスが、観察されたハンドジェスチャーポーズがハ
ンドジェスチャー軌道のハンドジェスチャーポーズであると決定した場合、システムイベ
ントは、ポーズの認識に基づいて、ハンド追跡コントローラ１３０によって投入されない
。代わりに、ハンドジェスチャー軌道認識プロセスが開始される。
【００８４】
　本実施例において、ハンドジェスチャーポーズ３００Ｂ（図３Ｂ）は、ハンドジェスチ
ャー軌道を生成するために使用されるポーズである。図４Ａおよび４Ｂは、ハンドジェス
チャーポーズ３００Ｂを使用して作製される、ハンドジェスチャー軌道４００Ａおよび４
００Ｂの二次元実施例である。図４Ｃは、使用され得るハンドジェスチャー軌道の他の二
次元実施例を提示する。
【００８５】
　一態様において、ハンドジェスチャー軌道認識プロセスは、隠れマルコフモデルΛを使
用する。隠れマルコフモデルΛの確立分布を生成するために、トレーニングデータベース
が必要とされる。トレーニングデータベースを取得する前に、ハンドジェスチャー軌道の
集合を特定する。一態様において、図４Ｃの１６ハンドジェスチャー軌道が選択される。
【００８６】
　一態様において、多数の被検体を選択して、ハンドジェスチャー軌道のそれぞれを作製
する。一実施例において、各被検体は、各軌道を既定回数行う。作製された各軌道の各被
検体の位置および配向は、トレーニングデータベースに保存した。一態様において、以下
でより完全に説明されるように、トレーニングデータベースを使用して、反復ボーム－ウ
ェルチ法を使用する、個別の左右隠れマルコフモデルをトレーニングした。
【００８７】
　執刀医が軌道を作製する場合、データは、ハンド追跡コントローラ１３０によって、観
察配列Ｏに変換される。観察配列Ｏおよび隠れマルコフモデルλを用いて、ハンド追跡コ
ントローラ１３０は、どのハンドジェスチャー軌道が観察された記号配列に対応するかを
決定する。一態様において、ハンド追跡コントローラ１３０は、隠れマルコフモデルλを
用いる前方再帰アルゴリズムを使用して、観察された記号配列の全確率を生成する。確率
が閾値確率を超える場合、最高確率を有するハンドジェスチャー軌道が選択される。最高
確率が閾値確率未満である場合、ハンドジェスチャー軌道は選択されず、処理が終了する
。
【００８８】
　選択されたハンドジェスチャー軌道をシステムイベントにマッピングする。ハンド追跡
コントローラ１３０は、システムイベントをシステムコントローラ１４０に注入する。
【００８９】
　システムコントローラ１４０は、システムイベントを処理し、システムコマンドを発行
する。例えば、選択されたハンドジェスチャー軌道が、イベントにマッピングされて手術
部位の照明レベルを変更する場合、システムコントローラ１４０は、システムイベントを
照明器のコントローラに送信し、照明レベルを変更する。
【００９０】
　（ハンド追跡を介した存在検出）
　一態様において、上に示されるように、執刀医の手２９１Ｒ、２９１Ｌ（図６Ａ）の位
置を追跡し、低侵襲手術システム　１００の遠隔操作が許可されるか否かを決定し、いく
つかの態様において、ユーザインターフェースを執刀医に表示するか否かを決定する。再
度、ハンド追跡コントローラ１３０は、執刀医１８０Ｂの手の少なくとも一部を追跡する
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（図６Ａ）。ハンド追跡コントローラ１３０は、マスターツールグリップ、例えば、マス
ターツールグリップ６２１（図６Ｂ）のロケーションを生成し、マスターツールグリップ
６２１Ｌ、６２１Ｒ（図６Ａ）、および手の一部のロケーションを表す。ハンド追跡コン
トローラ１３０は、２つのロケーションを共通座標フレームにマッピングし、次に、共通
座標フレームの２つのロケーション間の距離を決定する。距離は、執刀医の手の一部の追
跡ロケーションに基づく、低侵襲手術システムのシステム制御パラメータである。
【００９１】
　距離が安全閾値未満、すなわち、手の一部とマスターツールグリップとの間の最大許容
分離未満であるとき、低侵襲手術システム１００の遠隔操作が許可され、そうでなければ
遠隔操作は抑制される。同様に、ユーザインターフェースの表示を制御するために存在検
出を使用する態様において、距離が安全閾値未満、すなわち、手の一部とマスターツール
グリップとの間の最大許容分離未満であるとき、低侵襲手術システム１００のディスプレ
イ上のユーザインターフェースの表示が抑制され、そうでなければユーザインターフェー
スの表示が許可される。
【００９２】
　したがって、距離は、低侵襲手術システム１００の遠隔操作を制御する際に使用される
。特に、ハンド追跡コントローラ１３０は、システムイベントをシステムコンゴローラ１
４０に送信し、遠隔操作が許可されるか否かを示す。システムイベントに応答して、シス
テムコントローラ１４０は、遠隔操作を可能にするか、または抑制するかのいずれかであ
るように、システム１００を構成する。
【００９３】
　（ハンドロケーション追跡技法）
　上に詳述される追跡の種々の態様を考慮する前に、追跡技法の一実施例が説明される。
本実施例は単なる例証であり、以下の説明に照らして、必要な手または指ロケーション情
報を提供する、あらゆる追跡技法を利用することができる。
【００９４】
　一態様において、パルスＤＣ電磁追跡は、図２Ａ～２Ｄおよび図７に示されるように、
手の２本の指、例えば、親指および人指し指に装着されたセンサとともに使用される。各
センサは、６度の自由度を測定し、一態様において、８ｍｍ×２ｍｍ×１．５ｍｍのサイ
ズを有する。追跡システムは、０．８ｍ半球の器用な作業空間および位置感知解像度０．
５ｍｍおよび０．１度を有する。更新速度は１６０ヘルツであり、４ミリ秒の感知待ち時
間を有する。システムに組み込まれる場合、追加の待ち時間は、通信および追加のフィル
タリングに起因して発生し得る。最大３０ミリ秒の有効コマンド待ち時間が許容されるこ
とがわかった。
【００９５】
　本態様において、追跡システムは、電磁ハンド追跡コントローラ、マスターフィンガー
追跡グリップで使用するためのセンサ、およびハンド追跡トランスミッタを含む。本発明
の一実施形態における使用に適した追跡システムは、米国バーモント州バーリントン、Ａ
ｓｃｅｎｓｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから３Ｄガイダンス
ｔｒａｋＳＴＡＲＴＭシステムとして、ミッドレンジトランスミッタとともに入手できる
（ｔｒａｋＳＴＡＲＴＭは、Ａｓｃｅｎｓｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎの商標である）。トランスミッタは、中距離を超える高精度追跡のために、パ
ルスＤＣ磁場を生成し、７８ｃｍ（３１インチ）と特定される。このシステムは、各セン
サに２４０～４２０更新／秒のダイナミック追跡を提供する。小型能動センサの出力は、
電力線雑音源の影響を受けない。トランスミッタとセンサとの間のクリアな視線が必要と
されない。すべての態度追跡があり、慣性ドリフトまたは光学干渉はない。高い金属免疫
があり、非磁気金属からの変形はない。
【００９６】
　フィンガーカバーを有する電磁追跡システムが本明細書において使用されるが、これは
単なる例示であり、限定することを意図しない。例えば、ペン型デバイスは、執刀医によ
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って保持され得る。ペン型デバイスは、デバイスの外面に３つ以上の非共線的基準マーカ
ーを有するフィンガーピースである。通常、少なくとも３つの基準マーカーをあらゆる視
点で可視化するために、より多くの基準マーカーが、自己遮蔽に起因して使用される。基
準マーカーは、フィンガーピースの６自由度（３変換および３転動）の運動、およびした
がって、ペン型デバイスを保持する手の運動を決定する。ペン型デバイスはまた、一態様
においてグリッピングを感知する。
【００９７】
　ペン型デバイスを、既知のパラメータの２つ以上のカメラによって見て、基準マーカー
を３次元でローカライズし、フィンガーピースの３次元ポーズを推測する。基準マーカー
は、例えば、１）カメラに近接して照明を有する逆反射球、２）カメラに近接して照明を
有する凹凸半球、または３）（点滅）ＬＥＤ等の活性マーカーとして実装され得る。一態
様において、フィンガーピースの近赤外照明が使用され、フィルターを使用して、カメラ
での可視スペクトルを遮断し、背景クラッタからの妨害を最小限にする。
【００９８】
　別の態様において、データグローブ５０１（図５）または素手５０２が使用され、基準
マーカー５１１は、執刀医が装着するグローブ５０１の親指および人指し指（および／ま
たはグローブの他の指）および／または手５０２の皮膚に直接取り付けられる。再度、冗
長マーカーを使用して、自己遮蔽に対応することができる。また基準マーカーを他の指に
装着して、特異的に定義されたハンドジェスチャーを通して、より多くのユーザインター
フェース特徴を可能にすることができる。
【００９９】
　基準マーカーの三次元ロケーションは、共通視界を有する複数カメラの三角測量によっ
て計算される。基準マーカーの３次元ロケーションを使用して、手の３次元ポーズ（変換
および転動）およびグリップサイズを推測する。
【０１００】
　マーカーロケーションは、使用前に較正する必要がある。例えば、執刀医は、マーカー
を有する手を異なるポーズでカメラに示すことができる。次に、異なるポーズを較正に使
用する。
【０１０１】
　さらに別の態様において、マーカーのないハンド追跡が使用される。多関節ハンド運動
は、１つまたは複数のカメラから見られる画像を使用し、コンピュータソフトウェアを実
行することによってこれらの画像を処理することにより追跡することができる。実行して
いるコンピュータソフトウェアは、有用となる手のすべての自由度を追跡する必要はない
。実行しているソフトウェアは、手術ツールを本明細書において示されるように制御する
ために有用となる手の２本の指に関連する一部を追跡すればよい。
【０１０２】
　カメラベースの追跡において、測定値の精度は、画像におけるマーカーのローカライゼ
ーション精度、カメラの形状に起因する３次元再構成制度、および冗長データ、例えば、
最小数を超える、例えば、３つの基準マーカー、最小数（１または２）を超えるカメラ、
ならびに時間平均およびフィルタリングに依存する。
【０１０３】
　３次元再構成精度は、カメラ構成の精度に大きく依存する。執刀医のコンソール上の既
知のロケーションに取り付けられたいくつかの基準マーカーを使用して、執刀医のコンソ
ールに関する多眼カメラの外因性パラメータ（転動および変換）を決定することができる
。このプロセスは、自動に行うことができる。活性基準マーカーは、較正プロセス中およ
び手順前にのみオンであるため、較正基準マーカーに使用することができる。手順中は較
正基準マーカーをオフにして、執刀医の手のローカライズに使用される基準マーカーとの
混乱を避ける。また相対的外因性パラメータは、カメラの共通視野において移動するマー
カーを観察することによって計算することもできる。
【０１０４】
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　使用に適した他の追跡技術には、これらに限定されないが、慣性追跡、深度カメラ追跡
、およびファイバー屈曲感知が挙げられる。
【０１０５】
　本明細書で使用する、追跡センサと呼ばれる場合があるセンサ素子は、上述されるハン
ド追跡技法、例えば、能動電磁センサ、基準マーカーのうちのいずれかに対するセンサ、
または他の技法のうちのいずれかに対するセンサであり得る。
【０１０６】
　（座標系）
　上述される様々なプロセスをさらに詳細に考慮する前に、執刀医のコンソール１８５Ｂ
の一実施例（図６Ａ）が考慮され、以下の実施例において使用するために、様々な座標系
が定義される。執刀医のコンソール１８５Ｂは、執刀医のコンソール１８５の一実施例で
ある。執刀医のコンソール１８５Ｂは、ビューア６１０と称される場合がある３次元ビュ
ーア６１０、マスターツールグリップ６２０Ｌ、６２０Ｒを有するマスターツールマニピ
ュレータ６２０Ｌ、６２０Ｒ、およびベース６３０を含む。マスターツールグリップ６２
１（図６Ｂ）は、マスターツールグリップ６２１Ｌ、６２１Ｒのより詳細な図である。
【０１０７】
　マスターツールマニピュレータ６２０Ｌ、６２０Ｒのマスターツールグリップ６２１Ｌ
、６２１Ｒは、執刀医１８０Ｂによって、人指し指および親指を使用して保持され、標的
および把持が、直感的ポインティングおよびピンチング運動を伴うようにする。マスター
ツールマニピュレータ６２０Ｌ、６２０Ｒを、マスターツールグリップ６２１Ｌ、６２１
Ｒと合せて使用し、既知の低侵襲遠隔操作手術システムにおける既知のマスターツールマ
ニピュレータと同一の方法で、遠隔操作スレーブ手術器具、遠隔操作内視鏡等を制御する
。またマスターツールマニピュレータ６２０Ｌ、６２０Ｒ、およびマスターツールグリッ
プ６２１Ｌ、６２１Ｒの位置座標は、スレーブ手術器具を制御する際に使用される運動学
からわかる。
【０１０８】
　通常ビューイングモードの操作において、ビューア６１０は、３次元画像の手術部位１
０３を立体内視鏡１１２から表示する。ビューア６１０は、執刀医の手付近のコンソール
１８５Ｂ（図６Ｂ）上に位置付けられ、執刀医１８０Ｂが手術部位１０３を直接見下ろし
ていると感じるように、ビューア６１０において見られる手術部位の画像が配向されるよ
うにする。画像における手術器具は、執刀医１８０Ｂは自身の手の位置に基づいて予測す
るため、執刀医の手が配置および配向される場所に実質的に位置すると思われる。しかし
ながら、執刀医１８０Ｂは、ビューア６１０における手術部位の表示画像を見ながら、自
身の手だけでなく、マスターツールグリップ６２１Ｌ、６２１Ｒの位置または配向を見る
ことができない。
【０１０９】
　一態様において、マスターツールマニピュレータ６２０Ｌ、６２０Ｒは、それらがベー
ス６３０の上に位置付けられるように、またそれらがビューア６１０の下に存在しないよ
うに、すなわち、マスターツールマニピュレータが、ハンドジェスチャーから離れて停留
するように、執刀医１８０Ｂの正面およびビューア６１０の下から直接動かされる。これ
は、ビューア６１０の下に非閉塞容積を提供し、執刀医１８０Ｂは、ハンドジェスチャー
、ハンドジェスチャーポーズまたはハンドジェスチャー軌道のうちのいずれか、または両
方を行うことができる。
【０１１０】
　図６Ａの態様において、３つの座標系、ビュー座標系６６０、ワールド座標系６７０、
およびトラッカ座標系６５０が、執刀医のコンソール１８５Ｂに関して定義される。相当
する座標系は、以下でより完全に説明されるマッピングが、マスターフィンガー追跡グリ
ップ１７０またはマスターツールグリップ６２１Ｌ、６２１Ｒからの追跡データに対して
行われ得るように、執刀医１８１（図１）に対して定義されることに留意されたい。例え
ば、参照することにより既に組み込まれている、米国特許出願第１２／６１７，９３７号
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（２００９年１１月１３日出願、「Ｐａｔｉｅｎｔ－Ｓｉｄｅ　Ｓｕｒｇｅｏｎ　Ｉｎｔ
ｅｒｆａｃｅ　Ｆｏｒ　ａ　Ｍｉｎｉｍａｌｌｙ　Ｉｎｖａｓｉｖｅ　Ｔｅｌｅｏｐｅｒ
ａｔｅｄ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」を開示）を参照されたい。
【０１１１】
　ビュー座標系６６０において、執刀医１８０Ｂは、Ｚ軸Ｚビューを見下ろしている。Ｙ
軸Ｙビューは、表示において上向きである。Ｘ軸Ｙビューは、表示の左を指す。ワールド
座標系６７０において、Ｚ軸Ｚワールドは、垂直軸である。ワールドＸ軸Ｘワールドおよ
びワールドＹ軸Ｙワールドは、Ｘ軸Ｘワールドに垂直な平面にある。
【０１１２】
　図６Ｂは、マスターツールグリップ６２１およびマスターツールマニピュレータ６２０
のより詳細な例示である。座標系６８０、６９０は、図１１の方法１１００に関して以下
でより完全に論じられる。
【０１１３】
　（ハンド追跡を介した手術器具制御のプロセス）
　図７は、追跡座標系７５０においてロケーション７１３を有する、人指し指２９２Ｂに
装着されたセンサ２１２、および追跡座標系７５０においてロケーション７１１を有する
、親指２９２Ａに装着されたセンサ２１２の例示である。センサ２１１および２１２は、
上述される電磁追跡システムの一部である。親指２９２Ａおよび人指し指２９２Ｂは、右
手２９１Ｒの指の例である。前述のとおり、ヒトの手の一部は、少なくとも１本の手の指
を含む。当該分野における有識者に知られているように、指または指骨と呼ばれる場合が
ある手の指は、親指（第１指）、人指し指（第２指）、中指（第３指）、薬指（第４指）
、および小指（第５指）である。
【０１１４】
　本明細書において、親指および人指し指は、ヒトの手の２本の指の例として使用される
。これは単なる例示であり、限定することを意図しない。例えば、親指および中指を、親
指と人指し指の代わりに使用することができる。本明細書の説明は、中指の使用にも直接
適用できる。右手の使用もまた単なる例示である。同様のセンサが左手に装着される場合
、本明細書の説明は、左手にも直接適用できる。
【０１１５】
　ケーブル７４１、７４２は、マスターフィンガー追跡グリップ２７０のセンサ２１１、
２１２をハンド追跡コントローラ１３０に接続する。一態様において、ケーブル７４１、
７４２は、センサ２１１、２１２からの位置および配向情報を、ハンド追跡コントローラ
１３０に伝える。
【０１１６】
　感知した位置および配向データをハンド追跡コントローラ１３０に伝送するためのケー
ブルの使用は、単なる例示であり、この特定の態様に限定することを意図しない。本開示
に照らして、当該分野における有識者は、マスターフィンガー追跡グリップまたはマスタ
ーフィンガー追跡グリップからの感知した位置および配向データをハンド追跡コントロー
ラ１３０に（例えば、無線接続の使用によって）伝送するための機序を選択することがで
きる。
【０１１７】
　ケーブル７４１、７４２は、マスターフィンガー追跡グリップ２７０の運動を阻害しな
い。マスターフィンガー追跡グリップ２７０は、機械的に非接地であるため、各マスター
フィンガー追跡グリップは、執刀医の到達可能な作業空間およびハンド追跡トランスミッ
タの作業空間（例えば、デカルド座標系における左－右、上－下、内－外、転動、ピッチ
、および偏揺れ）内の位置および配向の両方に対して、効果的に拘束されない。
【０１１８】
　一態様において、上述されるように、マスターフィンガー追跡グリップ２７０上の各セ
ンサ２１１、２１２は、３度の変換および３度の転動、すなわち６度の自由度を感知する
。したがって、２つのセンサから感知されたデータは、１２度の自由度を表す。別の態様
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において、マスターフィンガー追跡グリップ２７０上の各センサ２１１、２１２は、３度
の変換および２度の転動（偏揺れおよびピッチ）、すなわち５度の自由度を感知する。し
たがって、２つのセンサから感知されたデータは、１０度の自由度を表す。
【０１１９】
　追跡されたロケーションに基づいて、制御点位置および制御点配向を使用し、遠隔操作
スレーブ手術器具を制御することは、以下でより完全に説明されるように、６度の自由度
（３変換および３配向）を必要とする。したがって、各センサが５または６度の自由度を
有する態様において、センサ２１１、２１２は、冗長自由度を提供する。上述のとおり、
および以下でより完全に説明されるように、冗長自由度は、位置および配向以外の遠隔操
作スレーブ手術器具の態様を制御するために使用されるパラメータにマッピングされる。
【０１２０】
　なおもさらなる態様において、各センサ２１１、２１２は、３変換自由度のみを感知す
るため、合せて６度の自由度を表す。これは、手首機序を含まないスレーブ手術器具の３
度の変換、転動、およびグリップ閉合を制御するのに十分である。以下の説明を使用して
、６度の自由度を用いる制御点のロケーションを生成する。制御点のロケーションは、ス
レーブ手術器具の配向として取られる。グリップ閉合パラメータは、下記のとおり、制御
点ロケーションおよび制御点配向を使用して決定される。転動は、上記のとおり、親指お
よび人指し指の相対運動を使用して決定される。
【０１２１】
　センサが６度の自由度を感知する態様、またはセンサが５度の自由度を感知する態様の
いずれかにおいて、人指し指センサ２１２は、追跡座標フレーム７５０において、人指し
指位置Ｐｉｎｄｅｘおよび人指し指配向Ｒｉｎｄｅｘを表す信号を生成する。親指センサ
２１１は、追跡座標フレーム７５０において、親指位置Ｐｔｈｕｍｂおよび親指配向Ｒｔ

ｈｕｍｂを表す信号を生成する。一態様において、位置ｐｉｎｄｅｘおよびｐｔｈｕｍｂ

は、ユーザの人指し指２９２Ｂの爪の中心およびユーザの親指２９２Ａの爪の中心とそれ
ぞれ整列していると見なされる。
【０１２２】
　本実施例において、位置ｐｉｎｄｅｘおよびｐｔｈｕｍｂは、それぞれ３×１ベクトル
として追跡座標フレーム７５０に表される。位置ｐｉｎｄｅｘおよびｐｔｈｕｍｂは、追
跡座標にある。
【０１２３】
　配向ＲｉｎｄｅｘおよびＲｔｈｕｍｂは、それぞれ３×３マトリクスとして追跡座標フ
レーム７５０に表される。すなわち、
【０１２４】
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【数１】

　制御点位置ｐｃｐは、人指し指２９２Ｂと親指２９２Ａの中間にある。制御点位置ｐｃ

ｐは、制御点フレーム７９０にあるが、追跡座標において特定される。制御点フレーム７
９０のＺ軸は、以下でより完全に説明されるように、制御点位置ｐｃｐを通して指向方向
に伸長する。
【０１２５】
　また以下で説明されるように、人指し指２９２Ｂおよび親指２９２Ａは、スレーブ手術
器具の顎部にマッピングされるが、２本の指は、器具の顎部よりも器用である。制御点フ
レーム７９０のＹ軸は、器具顎閉合に使用されるピンに対応する。したがって、制御点フ
レーム７９０のＹ軸は、以下で説明されるように、人指し指２９２Ｂと親指２９２Ａとの
間のベクトルに垂直である。
【０１２６】
　制御点位置ｐｃｐは、追跡座標フレーム７５０の追跡座標において、３×１ベクトルと
して表される。制御点配向Ｒｃｐは、追跡座標において、３×３マトリクスとして表され
る。すなわち、
【０１２７】
【数２】

　図８は、手の一部のロケーションを、スレーブ手術器具のグリップ、例えば、図１にお
ける遠隔操作スレーブ手術器具のうちの１つを制御するために使用されるグリップ閉合パ
ラメータにマッピングするためのプロセスフロー図である。このマッピングはまた、ロケ
ーションの経時変化を新しいグリップ閉合パラメータ、ならびに対応するスレーブ器具先
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端のロケーションおよびそのロケーションに移動する速度にマッピングする。
【０１２８】
　最初に、プロセス８００に入ると、ハンドロケーションデータを受信するプロセス８１
０は、人指し指位置および配向（ｐｉｎｄｅｘ、Ｒｉｎｄｅｘ）ならびに親指位置および
配向（ｐｔｈｕｍｂ、Ｒｔｈｕｍｂ）を受信し、それらは本実施例において、データ８１
１として保存される。人指し指位置および配向（ｐｉｎｄｅｘ、Ｒｉｎｄｅｘ）ならびに
親指位置および配向（ｐｔｈｕｍｂ、Ｒｔｈｕｍｂ）は、追跡システムからのデータに基
づく。プロセス８１０は、ロケーションデータを制御点およびグリップパラメータにマッ
ピングするプロセス８２０に移る。
【０１２９】
　ロケーションデータを制御点およびグリップパラメータにマッピングするプロセス８２
０は、制御点位置ｐｃｐ、制御点配向Ｒｃｐ、およびグリップ閉合パラメータｇｇｒｉｐ

を、人指し指位置および配向（ｐｉｎｄｅｘ、Ｒｉｎｄｅｘ）ならびに親指位置および配
向（ｐｔｈｕｍｂ、Ｒｔｈｕｍｂ）を使用して生成する。制御点位置ｐｃｐ、制御点配向
Ｒｃｐ、およびグリップ閉合パラメータｇｇｒｉｐは、データ８２１として保存される。
【０１３０】
　一態様において、プロセス８２０において行われる制御点マッピングは、既知のマスタ
ーツールマニピュレータ制御点配置の主要な特性を模倣するように定義される。したがっ
て、親指および人指し指の運動に対する応答は、執刀医のコンソール１８０Ｂ（図６Ａ）
に類似する執刀医のコンソールを有する既知の遠隔操作低侵襲手術システムのユーザによ
く知られており、直感的である。
【０１３１】
　図９は、ロケーションデータを制御点およびグリップパラメータにマッピングするプロ
セス８２０の一態様に対するより詳細なプロセスフロー図である。最初に、プロセス８２
０において、ハンド位置データを制御点にマッピングするプロセス９１０は、制御点位置
ｐｃｐのロケーションを、人指し指位置ｐｉｎｄｅｘおよび親指位置ｐｔｈｕｍｂから生
成する。すなわち、
ｐｃｐ＝０．５＊（ｐｔｈｕｍｂ＋ｐｉｎｄｅｘ）
制御点位置ｐｃｐは、人指し指位置ｐｉｎｄｅｘおよび親指位置ｐｔｈｕｍｂの平均であ
る。ハンド位置データを制御点にマッピングするプロセス９１０は、制御点配向を生成す
るプロセス９２０に対する処理に移る。
【０１３２】
　上に示されるように、制御点配向のＺ軸は、指向方向に整列される。制御点配向を生成
するプロセス９２０の本態様において、ロドリゲス軸／角度式を使用して、制御点配向の
Ｚ軸指向方向ベクトル
【０１３３】
【化１】

を、人指し指指向方向ベクトル
【０１３４】
【化２】

と親指指向方向ベクトル
【０１３５】
【化３】

との間の半転動として定義する。親指配向Ｒｔｈｕｍｂから、親指指向方向ベクトル
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【０１３６】
【化４】

は、
【０１３７】
【数３】

である。
【０１３８】
　同様に、人指し指配向Ｒｉｎｄｅｘから、人指し指指向方向ベクトル
【０１３９】

【化５】

は、
【０１４０】

【数４】

である。
【０１４１】
　ベクトルωは、人指し指指向方向ベクトル
【０１４２】

【化６】

および親指指向方向ベクトル
【０１４３】
【化７】

に垂直なベクトルである。ベクトルωは、人指し指指向方向ベクトル
【０１４４】
【化８】

および親指指向方向ベクトル
【０１４５】
【化９】

の外積として定義される。すなわち、
【０１４６】
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【数５】

　角度θは、人指し指指向方向ベクトル
【０１４７】

【化１０】

と親指指向方向ベクトル
【０１４８】
【化１１】

との間の角度の大きさである。角度θは、
【０１４９】
【数６】

として定義される。
【０１５０】
　軸ωおよび角度θを有する、Ｚ軸指向方向ベクトル
【０１５１】

【化１２】

は、
【０１５２】
【数７】

である。
【０１５３】
　したがって、プロセス９１０は、制御点位置ｐｃｐを生成し、プロセス９２０の最初の
部分は、制御点フレーム７９０におけるＺ軸の近似指向方向を生成した。人指し指および
親指配向ベクトルの補間を進めて、同様の方法で制御点単位ベクトル軸
【０１５４】

【化１３】

および
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【０１５５】
【化１４】

を生成した後、それらを再度直交させて、制御点配向マトリクスを生じる。
【０１５６】
　しかしながら、優れた遠隔操作器用性は、以下のマッピングを使用することによって、
指の追跡位置から達成することができる。このマッピングは、人指し指および親指の相対
位置を使用して、このマッピングは、人指し指および親指の相対位置を使用して、指間の
小ジンバルを操作するかのように、制御点を効果的に転動および偏揺れさせる。プロセス
９２０の残りを以下のように行い、直交制御点単位ベクトル軸
【０１５７】
【化１５】

の完全集合を生成する。
【０１５８】
【数８】

【０１５９】
【数９】

　これらのベクトルを有する、制御点配向Ｒｃｐは、
【０１６０】
【数１０】

である。
【０１６１】
　ここでプロセス９１０および９２０とともに、プロセス８２０は、人指し指および親指
の位置および配向（ｐｉｎｄｅｘ、Ｒｉｎｄｅｘ）、（ｐｔｈｕｍｂ、Ｒｔｈｕｍｂ）を
マッピングして、制御点位置および配向（ｐｃｐ、Ｒｃｐ）を制御する。プロセス８２０
は、依然として、グリップ閉合パラメータｇｇｒｉｐを生成しなければならない。したが
って、制御点配向を生成するプロセス９２０は、グリップ閉合パラメータを生成するプロ
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セス９３０に対する処理に移行する。
【０１６２】
　プロセス９３０において、グリップ閉合は、制御点位置ＰｃｐおよびＺ軸方向Ｚ(＾)ｃ
ｐによって定義される中心軸から人指し指位置ｐｉｎｄｅｘおよび親指位置ｐｔｈｕｍｂ

の距離によって決定される。これは、親指と人指し指が接触しているときに、グリップ閉
合を摺動に対して不変であるようにする。
【０１６３】
　したがって、人指し指位置ｐｉｎｄｅｘおよび親指位置ｐｔｈｕｍｂは、フレーム７９
０のＺ軸にマッピングされる。位置ｐｉｎｄｅｘ＿ｐｒｏｊは、フレーム７９０のＺ軸に
対する人指し指位置ｐｉｎｄｅｘの投影であり、位置ｐｔｈｕｍｂ＿ｐｒｏｊは、フレー
ム７９０のＺ軸に対する親指位置ｐｔｈｕｍｂの投影である。
【０１６４】
【数１１】

【０１６５】
【数１２】

　位置ｐｉｎｄｅｘ＿ｐｒｏｊおよび位置ｐｔｈｕｍｂ＿ｐｒｏｊを使用して、評価グリ
ップ閉合距離ｄｖａｌを評価する。すなわち、
【０１６６】
【数１３】

　本明細書において、二重の平行線は、標準ユークリッド距離の既知の表示である。評価
グリップ閉合距離ｄｖａｌは、最大距離閾値ｄｍａｘおよび最小距離閾値ｄｍｉｎによっ
て境界される。図７に示されるように、センサ２１１、２１２間のパッド入りフォームコ
ネクタ２１０は、指を固定分離内、すなわち、最大距離閾値ｄｍａｘと最小距離閾値ｄｍ

ｉｎとの間に拘束する。さらに、中間距離ｄ０は、２本の指がちょうど接触しているとき
の分離距離に対応する。
【０１６７】
　特定のセンサおよびコネクタの集合に関して、最大距離閾値ｄｍａｘ、最小距離閾値ｄ

ｍｉｎ、および中間距離ｄ０が実験的に決定される。一態様において、センサおよびコネ
クタの３つの異なる組み合わせは、小さい手、平均的な手、および大きい手に対して提供
される。コネクタ２１０の長さが各組み合わせにおいて異なるため、各組み合わせは、そ
の独自の最大距離閾値ｄｍａｘ、最小距離閾値ｄｍｉｎ、および中間距離ｄ０を有する。
【０１６８】
　プロセス９３０は、距離ｄｖａｌを最小距離閾値ｄｍｉｎと比較する。比較によって、
距離ｄｖａｌが最小距離閾値ｄｍｉｎ未満であることがわかった場合、グリップ閉合距離
ｄは、最小閾値距離ｄｍｉｎに設定される。そうでなければ、プロセス９３０は、距離ｄ

ｖａｌを最大距離閾値ｄｍａｘと比較する。比較によって、距離ｄｖａｌが最大距離閾値
ｄｍａｘより大きいことがわかった場合、グリップ閉合距離ｄは、最大距離閾値ｄｍａｘ

に設定される。そうでなければ、グリップ閉合距離は、距離ｄｖａｌに設定される。
【０１６９】
　グリップ閉合距離を決定するために距離ｄｖａｌで行われる試験は、以下のように要約
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される。
【０１７０】
【数１４】

　次に、プロセス９３０において、グリップ閉合パラメータｇｇｒｉｐが生成される。
【０１７１】
【数１５】

　したがって、最大距離閾値ｄｍａｘと距離ｄ０との間のグリップ閉合距離は、ゼロと１
の間の値にマッピングされる。最小距離閾値ｄｍｉｎと距離ｄ０との間のグリップ閉合距
離ｄは、－１とゼロの間の値にマッピングされる。
【０１７２】
　グリップ閉合パラメータｇｇｒｉｐの値１は、人指し指２９２Ｂおよび親指２９２Ａが
コネクタ２１０によって許容される最大程度に分離されるときに得られる（図２Ａ）。グ
リップ閉合パラメータｇｇｒｉｐの値ゼロは、人指し指２９２Ｂの先端と親指２９２Ａの
先端がちょうど接触しているときに得られる（図２Ｃ）。ゼロと１の間の範囲内の値は、
スレーブ手術器具のエンドエフェクタの開閉を制御する。グリップ閉合パラメータｇｇｒ

ｉｐの値－１は、人指し指２９２Ｂおよび親指２９２Ａが接触し、コネクタ２１０が人指
し指２９２Ｂおよび親指２９２Ａの間で完全に圧縮されるときに得られる（図２Ｄ）。ゼ
ロと－１の間の範囲内の値は、エンドエフェクタの閉じた顎部の噛合力を制御する。コネ
クタ２１０は、顎部閉合の能動触覚キューを提供する。
【０１７３】
　グリップ閉合距離ｄを２つの範囲のうちの１つに含まれる値にマッピングするこの例は
、単なる例示であり、限定することを意図しない。実施例は、グリップ閉合距離ｄを第１
の範囲のグリップ閉合パラメータｇｇｒｉｐにマッピングして、グリップ閉合距離ｄが中
間距離ｄ０よりも大きいときに、スレーブ手術器具のエンドエフェクタの顎部の開閉を制
御する例示である。ここで「開閉」は、顎部の開放および閉合を意味する。グリップ閉合
距離ｄを第２の範囲のグリップ閉合パラメータｇｇｒｉｐにマッピングして、グリップ閉
合距離ｄが中間距離ｄ０未満であるときに、エンドエフェクタの閉じた顎部の噛合力を制
御する。
【０１７４】
　したがって、プロセス８２０は、人指し指位置および配向（ｐｉｎｄｅｘ、Ｒｉｎｄｅ

ｘ）ならびに親指位置および配向（ｐｔｈｕｍｂ、Ｒｔｈｕｍｂ）を制御点位置および配
向（Ｐｃｐ、Ｒｃｐ）およびデータ８２１として保存されるグリップ閉合パラメータｇｇ

ｒｉｐにマッピングする。プロセス８２０は、ワールド座標にマッピングするプロセス８
３０に移行する（図８）。
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【０１７５】
　ワールド座標にマッピングするプロセス８３０は、データ８２１を受信し、データ８２
１をワールド座標系にマッピングする。（ワールド座標系６７０（図６Ａ）を参照）。特
に、制御点位置および配向（ｐｃｐ、Ｒｃｐ）ならびにグリップ閉合パラメータｇｇｒｉ

ｐは、追跡座標系７５０（図７Ｂ）の座標をワールド座標系６７０の座標にマッピングす
る、４×４同次変換ｗｃＴｔｃを使用して、ワールド座標制御点位置および配向（ｐｃｐ

＿ｗｃ、Ｒｃｐ＿ｗｃ）、マッピングされ、例えば、
【０１７６】
【数１６】

式中、
ｗｃＲｔｃは、追跡座標ｔｃの配向をワールド座標ｗｘの配向にマッピングし、
ｗｃｔｔｃは、追跡座標ｔｃの位置をワールド座標ｗｃの位置に変換する。
グリップ閉合パラメータｇｇｒｉｐは、このマッピングによって変更されない。ワールド
座標ｗｃのデータは、データ８３１として保存される。プロセス８３０は、視界座標にマ
ッピングするプロセス８４０に移行する。
【０１７７】
　視界座標にマッピングするプロセス８４０は、ワールド座標ｗｃのデータ８３１を受信
し、データ８３１を視界座標系にマッピングする（視界座標系６６０（図６Ａ）を参照）
。特に、ワールド座標制御点位置および配向（ｐｃｐ＿ｗｃ、Ｒｃｐ＿ｗｃ）およびグリ
ップ閉合パラメータｇｇｒｉｐは、視界座標系６７０（図６Ａ）の座標を視界座標系６６
０の座標にマッピングする、４×４同次変換ｗｃＴｔｃを使用して、視界座標制御点位置
および配向（ｐｃｐ＿ｅｃ、Ｒｃｐ＿ｅｃ）にマッピングされ、例えば、
【０１７８】

【数１７】

式中、
ｅｃＲｗｃは、視界座標ｅｃの配向をワールド座標ｗｃの配向にマッピングし、
ｅｃｔｗｃは、視界座標ｅｃの位置をワールド座標ｗｃの位置に変換する。
【０１７９】
　再度、グリップ閉合パラメータｇｇｒｉｐは、マッピングによって変更されない。視界
座標のデータは、データ８４１として保存される。プロセス８４０は、速度を生成するプ
ロセス８５０に移行する。
【０１８０】
　プロセス８００において、マッピングプロセス８３０および８４０は、単に例示を容易
にするために、２つの異なるプロセスとして説明される。一態様において、マッピングプ
ロセス８３０および８４０は、追跡座標ｔｃの制御点データが、追跡座標系６５０（図６
Ａ）の座標を視界座標系６６０の座標にマッピングする、４×４同次変換ｅｃＴｔｃを使
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【０１８１】
【数１８】

である。
【０１８２】
　本態様において、視界座標の制御点の位置Ｐｃｐ＿ｅｃは、
ｐｃｐ＿ｅｃ＝ｅｃＴｔｃｐｃｐ＿ｔｃ’

であり、視界座標の制御点の配向Ｒｃｐ＿ｅｃは、
Ｒｃｐ＿ｅｃ＝ｅｃＲｗｃ　

ｗｃＲｔｃＲｃｐ＿ｔｃ

である。
【０１８３】
　いくつかの態様において、ワールド座標マッピングは、排除されてもよい。この場合、
制御点データは、ワールド座標系を利用することなく、追跡座標系から視界座標系に直接
マッピングされる。
【０１８４】
　遠隔操作の場合、位置、配向、および速度が必要である。したがって、速度を生成する
プロセス８５０は、必要な速度を生成する。速度は、多数の方法で生成することができる
。いくつかの実装、例えば、慣性センサおよびジャイロスコープセンサ等は、差分信号を
直接測定して、制御点の直線速度および角速度を生じることができる。速度を直接測定で
きない場合、プロセス８５０は、一態様において、視界座標系のロケーション測定値から
の速度を推定する。
【０１８５】
　速度は、サンプリング間隔を超えて、視界座標系の有限差分を使用して推定されてもよ
い。例えば、直線速度ｖｃｐ＿ｅｃは、
【０１８６】
【数１９】

として推定され、角速度ωｃｐ＿ｅｃは、
【０１８７】
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【数２０】

として推定される。
【０１８８】
　速度を生成するプロセス８５０の別の態様において、制御点直線速度ｖｃｐ＿ｔｃおよ
び制御点角速度ωｃｐ＿ｔｃは、追跡座標系７５０（図７）の追跡座標において感知され
る。本態様において、直接感知される制御点直線速度ｖｃｐ＿ｔｃおよび直接感知される
制御点角速度ωｃｐ＿ｔｃは、転動ｅｃＲｔｃを使用して、追跡座標系７５０から視界座
標系６６０に転動させる。特に、上に定義される転動マッピングを使用して、
ｅｃＲｔｃ＝ｅｃＲｗｃ　

ｗｃＲｔｃ

Ｖｃｐ＿ｅｃ＝ｅｃＲｔｃ　ｖｃｐ＿ｔｃ

ωｃｐ＿ｅｃ＝ｅｃＲｔｃωｃｐ＿ｔｃ

　速度を生成するプロセス８５０は、制御コマンドを送信するプロセス８６０に移行する
。プロセス８６０は、位置、配向、速度、およびデータ８５１として保存されたグリップ
閉合パラメータに基づいて、スレーブ手術器具に適切なシステム制御コマンドを送信する
。
【０１８９】
　一態様において、プロセス８１０～８５０は、ハンド追跡コントローラ１３０（図１）
によって行われる。コントローラ１３０は、プロセッサ１３１上のフィンガー追跡モジュ
ール１３５を実行して、プロセス８１０～８５０を行う。本態様において、フィンガー追
跡モジュール１３５は、メモリ１３２に保存される。プロセス８５０は、システムイベン
トをシステムコントローラ１４０に送信し、順にプロセス８６０を行う。
【０１９０】
　当然のことながら、ハンド追跡コントローラ１３０およびシステムコントローラ１４０
は、ハードウェア、プロセッサ上で実行されるソフトウェア、およびファームウェアのあ
らゆる組み合わせによって、実際に実装されてもよい。またこれらのコントローラの機能
は、本明細書に説明されるように、１つのユニットによって行われ得るか、または異なる
コンポーネントに分割され、それぞれが順にハードウェア、プロセッサ上で実行されるソ
フトウェア、およびファームウェアのあらゆる組み合わせによって実装されてもよい。異
なるコンポーネントに分割される場合、コンポーネントは、１つのロケーションに集中さ
れ得るか、または分散処理の目的でシステム１００に分散されてもよい。
【０１９１】
　（ジェスチャーハンドポーズおよびジェスチャー軌道制御のプロセス）
　図１０は、システム１００のハンドジェスチャーポーズおよびハンドジェスチャー軌道
のプロセス１０００の一態様のプロセスフロー図である。上述される一態様において、ハ
ンドジェスチャーポーズ認識プロセス１０５０は、多次元ベイズ識別器を使用し、ハンド
ジェスチャー軌道認識プロセス１０６０は、個別の隠れマルコフモデルλを使用する。
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　上述のとおり、図３Ａ～３Ｄは、ハンドジェスチャーポーズの実施例である。ハンドジ
ェスチャーポーズ認識１０５０をトレーニングするために、多数のハンドジェスチャーポ
ーズが特定される。利用されるハンドジェスチャーポーズの数は、認識プロセス１０５０
によって曖昧に識別され得る固有のポーズを定義する能力によって、および執刀医が異な
るハンドジェスチャーポーズのそれぞれを記憶し、確実に再現する能力によって制限され
る。
【０１９３】
　ハンドジェスチャーポーズを定義することに加えて、複数の特徴ｆｉ（ｉは１～ｎの範
囲）を含む特徴集合が定義される。数字ｎは、使用される特徴の数である。特徴の数およ
び種類は、許容されるポーズの集合におけるハンドジェスチャーポーズのそれぞれが、正
確に識別され得るように選択される。一態様において、数字ｎは６である。
【０１９４】
　以下は、ｎ個の特徴を有する１つの特徴集合の例である。
【０１９５】
【数２１】

　特徴ｆ１は、人指し指２９２Ｂの指向方向
【０１９６】

【化１６】

および親指２９２Ａの指向方向
【０１９７】
【化１７】

のドット積である。特徴ｆ２は、人指し指２９２Ｂと親指２９２Ａとの間の距離である。
特徴ｆ３は、人指し指２９２Ｂの指向方向
【０１９８】
【化１８】

に投影された親指２９２Ａの距離である。特徴ｆ４は、人指し指２９２Ｂの指向方向
【０１９９】
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【化１９】

に沿った軸から親指２９２Ａまでの距離である。特徴ｆ５は、親指２９２Ａの指向方向
【０２００】
【化２０】

のＺコンポーネントである。特徴ｆｎは、親指２９２Ａの親指法線ベクトル
【０２０１】
【化２１】

および人指し指２９２Ｂの指向方向
【０２０２】
【化２２】

のドット積である。
【０２０３】
　方法１０００を使用する前に、ハンドジェスチャーポーズのトレーニングデータベース
を開発する必要がある。多数の異なるユーザは、各ハンドジェスチャーポーズを少なくと
も１回行い、各ユーザの各ハンドジェスチャーポーズの位置および配向は、追跡システム
を使用して測定される。例えば、人々の集団における各個人が、許容されるハンドジェス
チャーポーズを行う。人指し指および親指位置および配向（ｐｉｎｄｅｘ、Ｒｉｎｄｅｘ

）、（ｐｔｈｕｍｂ、Ｒｔｈｕｍｂ）は、トレーニングデータベースにおいて、人々の集
団における各個人の各ハンドジェスチャーポーズに対して保存される。
【０２０４】
　トレーニングデータベースを使用して、特徴集合｛ｆｉ｝が、各ユーザの各ハンドジェ
スチャーポーズに生成される。各ハンドジェスチャーポーズのトレーニング特徴ベクトル
の集合を次に使用して、平均ｆ(―)ｉおよび共分散Σｆｉを計算する。
【０２０５】
　したがって、トレーニングデータベースを使用し、トレーニングされた各ジェスチャー
の特徴ベクトルの平均および共分散を得る。さらに、各ハンドジェスチャーポーズに対し
て、マハラノビス距離ｄ（ｆｉ）（以下の考察を参照）は、各トレーナーに生成され、各
ハンドジェスチャーポーズの最大マハラノビス距離ｄ（ｆｉ）は、そのハンドジェスチャ
ーポーズの閾値として保存される。
【０２０６】
　マハラノビス距離の測定を使用して、トレーニングされたすべてのジェスチャーが、使
用される指定の特徴集合に対して十分に異なり、かつ曖昧であることを立証することもで
きる。これは、指定のジェスチャー特徴ベクトル平均
【０２０７】

【化２３－１】

およびすべての他の許容されるジェスチャーポーズの特徴ベクトル平均のマハラノビス距
離を試験することによって達成することができる。この試験距離は、その指定のジェスチ
ャーに使用される最大トレーニング距離閾値よりもはるかに長い必要がある。
【０２０８】
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　当該分野における有識者に知られているように、隠れマルコフモデルの仕様は、２つの
モデルパラメータＮ、Ｍおよび３つの確率速度Ａ、Ｂ、πの仕様を必要とする。隠れマル
コフモデルΛは、以下のように表される。
Λ＝（Ａ，Ｂ，π）
　モデルパラメータＮは、モデルにおける状態の数であり、モデルパラメータＭは、状態
当たりの観察記号の数である。３つの確率速度は、状態遷移確率分布Ａ、観察ジェスチャ
ー確率分布Ｂ、および初期状態分布πである。
【０２０９】
　個別の隠れマルコフモデルの一態様において、遷移確率分布Ａは、Ｎ×Ｎマトリクスで
ある。観察ジェスチャー確率分布Ｂは、Ｎ×Ｍマトリクスであり、初期状態分布πは、Ｎ
×１マトリクスである。
【０２１０】
　観察配列Ｏおよび隠れマルコフモデルΛを受けて、観察配列Ｏ割る隠れマルコフモデル
Λの確率、すなわち、Ｐ（Ｏ｜Λ）を、以下でより完全に説明されるように、プロセス１
０００において評価する。
【０２１１】
　隠れマルコフモデルΛの確率分布を生成するために、トレーニングデータベースが必要
とされる。トレーニングデータベースを取得する前に、ハンドジェスチャー軌道の集合が
特定される。
【０２１２】
　多数の被検体ｊを選択して、ハンドジェスチャー軌道のそれぞれを作製する。図４Ｃに
おいて、１６個のハンドジェスチャー軌道が２次元投影形態で提示されるが、被検体は、
様々なハンドジェスチャー軌道を行う場合に拘束されず、いくつかの３次元変型が生じる
のを可能にする。一態様において、各被検体は、各ハンドジェスチャー軌道をｋ回行い、
これによってハンドジェスチャー軌道当たりｊ＊ｋトレーニング配列が生成される。
【０２１３】
　一態様において、個別の左右隠れマルコフモデルが使用された。隠れマルコフモデルΛ
は、確率Ｐ（Ｏ｜Λ）が、反復ボーム－ウェルチ法を使用して局所的に最大化されるよう
に選択される。例えば、参照することにより本明細書に組み込まれる、Ｌａｗｒｅｎｃｅ
　Ｒ．Ｒａｂｉｎｅｒ，”Ａ　Ｔｕｔｏｒｉａｌ　ｏｎ　Ｈｉｄｄｅｎ　Ｍａｒｋｏｖ　
Ｍｏｄｅｌｓ　ａｎｄ　Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　Ｓｐｅｅ
ｃｈ　Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ，”Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ＩＥＥＥ，
Ｖｏｌ．７７，Ｎｏ．２，ｐｐ．２５７－２８６（１９８９年２月）を、モデルに精通す
る者の隠れマルコフモデルの知識の証明として参照されたい。一態様において、反復法は
、モデルが３連続反復で０．１％以内に集中したときに停止した。
【０２１４】
　初期状態確率πは、モデルが常に状態１から開始するように設定した。推移確率マトリ
クスＡは、ランダムエントリで初期化し、列ベースで降順に保存した。左右構造を強化す
るために、遷移確率マトリクスＡの下位の対角にあるすべてのエントリは、ゼロに設定し
た。さらに、２つの状態を超える遷移は、エントリをゼロに設定することによって却下し
、すべての列ｉおよび行ｊに対して（ｉ－ｊ）＞２。遷移確率マトリクスＡは、列ベース
で最後に標準化した。
【０２１５】
　観察確率マトリクスＢの初期化は、望ましい数の状態に基づいて、観察配列を均一に分
割した。したがって、各状態は、ローカル頻度数に基づく確率を有する１つまたは複数の
記号を最初に観察することができる。このマトリクスもまた、列ベースで標準化した。例
えば、参照することにより本明細書に組み込まれる、Ｎ．Ｌｉｕ，Ｒ．Ｉ．Ａ．Ｄａｖｉ
ｓ，Ｂ．Ｃ．Ｌｏｖｅｌｌ，Ｐ．Ｊ．Ｋｏｏｔｓｏｏｋｏｓ，”Ｅｆｆｅｃｔ　ｏｆ　Ｉ
ｎｉｔｉａｌ　ＨＭＭ　Ｃｈｏｉｃｅｓ　ｉｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　
Ｔｒａｉｎｉｎｇ　ｆｏｒ　Ｇｅｓｔｕｒｅ　Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ，”Ｉｎｔｅｒｎ
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ａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏ
ｌｏｇｙ，５－７，Ｌａｓ　Ｖｅｇａｓ，ｐｇｓ６０８－６１３（２００４年４月）を、
モデルに精通する者の隠れマルコフモデルの知識の証明として参照されたい。隠れマルコ
フモデルは、ハンドジェスチャー軌道のそれぞれに対して開発した。
【０２１６】
　方法１０００に戻って、ジェスチャーモード可能化チェックプロセス１００１は、執刀
医がシステム１００の操作のジェスチャー認識モードを可能にしたか否かを決定する。一
態様において、ジェスチャー認識モードを可能にするために、執刀医は、執刀医のコンソ
ール１８５上でフットペダルを踏む（図１Ａ）。ジェスチャー認識モードが可能である場
合、チェックプロセス１００１は、ハンドロケーションデータを受信するプロセス１０１
０に移行し、そうでなければ戻る１００２を通って戻る。
【０２１７】
　ハンドロケーションデータを受信するプロセス１０１０は、執刀医によって行われてい
るジェスチャーの人指し指位置および配向（ｐｉｎｄｅｘ、Ｒｉｎｄｅｘ）ならびに親指
位置および配向（ｐｔｈｕｍｂ、Ｒｔｈｕｍｂ）を受信する。上記のとおり、人指し指位
置および配向（ｐｉｎｄｅｘ、Ｒｉｎｄｅｘ）ならびに親指位置および配向（ｐｔｈｕｍ

ｂ、Ｒｔｈｕｍｂ）は、追跡システムからのデータに基づく。プロセス１０１０は、特徴
を生成するプロセス１０１１に移行する。
【０２１８】
　特徴を生成するプロセス１０１１において、人指し指位置および配向（ｐｉｎｄｅｘ、
Ｒｉｎｄｅｘ）ならびに親指位置および配向（ｐｔｈｕｍｂ、Ｒｔｈｕｍｂ）を使用して
、観察された特徴ベクトルｆｉ＿ｏにおける特徴ｆ１＿ｏ～ｆｎ＿ｏのそれぞれを生成す
る。特徴を生成するプロセス１０１１は、特徴を既知のポーズと比較するプロセス１０１
２に移行する。
【０２１９】
　特徴を既知のポーズと比較するプロセス１０１２は、各ポーズに対して、観察された特
徴ベクトルｆｉ＿ｏをトレーニングされた特徴集合｛ｆｉ｝と比較する。このプロセスは
、観察された特徴ベクトルが、特定のハンドジェスチャーポーズに対してトレーニングデ
ータセット特徴集合｛ｆｉ｝内に含まれる、すなわち、トレーニングデータセットに対応
する可能性を決定する。これは、以下のように表すことができ、
Ｐ（ｆｉ＿ｏ｜Ω）
式中、トレーニングデータセット特徴集合｛ｆｉ｝は、オブジェクトクラスΩに由来する
。
【０２２０】
　本実施例において、確率Ｐ（ｆｉ＿ｏ｜Ω）は、
【０２２１】
【数２２】

であり、式中、Ｎは、特徴ベクトルの次元であり、すなわち、上記実施例ではｎである。
【０２２２】
　この可能性を特徴化するために使用される統計は、マハラノビス距離ｄ（ｆｉ＿ｏ）で
あり、以下のように定義される
【０２２３】
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【数２３】

式中、
【０２２４】

【化２３－２】

である。マハラノビス距離は、当該分野における有識者に知られている。例えば、参照す
ることにより本明細書に組み込まれる、Ｍｏｇｈａｄａｍ，Ｂａｂａｃｋ　ａｎｄ　Ｐｅ
ｎｔｌａｎｄ，Ａｌｅｘ，”Ｐｒｏｂａｂｉｌｉｓｔｉｃ　Ｖｉｓｕａｌ　Ｌｅａｒｎｉ
ｎｇ　ｆｏｒ　Ｏｂｊｅｃｔ　Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ，”ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓ
ａｃｔｉｏｎｓ　Ｏｎ　Ｐａｔｔｅｒｎ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ａｎｄ　Ｍａｃｈｉｎｅ　
Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ，Ｖｏｌ．１９，Ｎｏ．７，ｐｐ．６９６～７１０（１９９７
年７月）を参照されたい。
【０２２５】
　固有ベクトルΦおよび固有ベクトルΛを使用して、共分散Σｆｉ、Σｆｉ

－１は、対角
化形態で使用され、マハラノビス距離ｄ（ｆｉ＿ｏ）が、
【０２２６】

【数２４】

＝ｙＴΛ－１ｙ
となるようにし、
【０２２７】
【化２４】

である。対角化形態は、マハラノビス距離ｄ（ｆｉ＿ｏ）を合計に関して表されるのを可
能にする。
【０２２８】

【数２５】

　本実施例において、これは、マハラノビス距離ｄ（ｆｉ＿ｏ）を決定するために評価さ
れる式である。したがって、プロセス１０１１は、マハラノビス距離ｄ（ｆｉ＿ｏ）を生
成する。完了時に、プロセス１０１２は、ポーズを選択するプロセス１０１３に移行する
。
【０２２９】
　ポーズを選択するプロセス１０１３において、最小マハラノビス距離ｄ（ｆｉ＿ｏ）を
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有するハンドジェスチャーポーズは、マハラノビス距離ｄ（ｆｉ＿ｏ）が、そのハンドジ
ェスチャーポーズに関するトレーニングデータベースにおいて最大マハラノビス距離未満
であるときに選択される。マハラノビス距離ｄ（ｆｉ＿ｏ）が、そのハンドジェスチャー
ポーズに関するトレーニングデータベースにおいて最大マハラノビス距離よりも大きい場
合、ハンドジェスチャーポーズは選択されない。ポーズを選択するプロセス１０１２は、
時間フィルタープロセス１０１４に移行する。
【０２３０】
　時間フィルタープロセス１０１４は、プロセス１０１３の結果が、同一の結果を連続し
て既定回数もたらしたか否かを決定する。プロセス１０１３が、同一の結果を連続して既
定回数もたらした場合、時間フィルタープロセス１０１４は、ジェスチャーポーズチェッ
クプロセス１０１５に移行し、そうでなければ戻る。既定回数は、時間フィルタープロセ
ス１０１４が、ハンドジェスチャーポーズを切り替える時に、振動または過渡検出を回避
するように選択される。
【０２３１】
　ジェスチャーポーズチェックプロセス１０１５は、選択されたハンドジェスチャーポー
ズが、ハンドジェスチャー軌道において使用されるハンドジェスチャーポーズであるか否
かを決定する。選択したハンドジェスチャーポーズが、ハンドジェスチャー軌道において
使用されるハンドジェスチャーポーズである場合、ジェスチャーポーズチェックプロセス
１０１５は、処理を、速度配列を生成するプロセス１０２０に移行させ、そうでなければ
処理をポーズ変更チェックプロセス１０１６に移行させる。
【０２３２】
　ポーズ変更チェックプロセス１０１６は、ハンドジェスチャーポーズが最後の通過方法
１０００から変更されたか否かを決定する。選択されたハンドジェスチャーポーズが、直
前の時間フィルタジェスチャーポーズ結果と同一である場合、ポーズ変更チェックプロセ
ス１０１６は、戻る１００３を通して戻り、そうでなければ、システムイベントにマッピ
ングするプロセス１０３０に移行する。
【０２３３】
　システムイベントにマッピングするプロセス１０３０は、選択したハンドジェスチャー
ポーズをシステムイベントにマッピングし、例えば、ハンドジェスチャーポーズに割り当
てられたシステムイベントが検索される。システムイベントが検出されると、システムイ
ベントにマッピングするプロセス１０３０は、処理を、システムイベントを投入するプロ
セス１０３１に移行させる。
【０２３４】
　一態様において、システムイベントを投入するプロセス１０３１は、システムイベント
を、システムコントローラ１４０のイベントハンドラに送信する（図１）。システムイベ
ントに応答して、システムコントローラ１４０は、適切なシステムコマンドを、システム
１００のコントローラおよび／または他の装置に送信する。例えば、ハンドジェスチャー
ポーズがターンオンユーザインターフェースイベントに割り当てられる場合、システムコ
ントローラ１４０は、コマンドをディスプレイコントローラ１５０に送信し、ユーザイン
ターフェースをオンにする。ディスプレイコントローラ１５０は、ユーザインターフェー
スモジュール１５５の一部を、ユーザインターフェースをオンにする必要があるプロセッ
サ１５０上で実行する。
【０２３５】
　ハンドジェスチャーポーズが、軌道を作製する際に使用されるハンドジェスチャーポー
ズである場合、方法１０００における処理は、ジェスチャーポーズチェックプロセス１０
１５から速度配列を生成するプロセス１０２０に移行する。一態様において、ハンドジェ
スチャー軌道認識に使用される主な特徴は、単位速度ベクトルである。単位速度ベクトル
は、ジェスチャーの開始位置に対して不変である。さらに、標準化速度ベクトルは、ジェ
スチャーのサイズまたは速度における変動を説明する。したがって、プロセス１０２０に
おいて、制御点サンプルは、標準制御点速度配列、すなわち、単位速度ベクトルの配列に
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変換される。
【０２３６】
【数２６】

　速度配列を生成するプロセス１０２０の完了時に、プロセス１０２０は、処理を、速度
配列を記号配列に変換するプロセス１０２１に移行させる。上記のとおり、個別の隠れマ
ルコフモデルΛは、入力として個別の記号を必要とする。プロセス１０２１において、個
別の記号は、ベクトル定量を通して、標準化制御点速度配列から生成される。
【０２３７】
　一態様において、ベクトル定量は、クラスタリング割当てが変化しなくなったときに、
プロセスが停止するという条件で、修正Ｋ平均クラスタリングを使用して行った。Ｋ平均
クラスタリングが使用されるが、プロセスは、特徴が単位ベクトルであるという事実を利
用する。この例において、同様の方向のベクトルがクラスタ化される。これは、各単位特
徴ベクトルと標準化クラスタベクトルとのドット積を、類似性測定基準として使用して行
う。
【０２３８】
　クラスタリングは、ベクトルを３２個のクラスタにランダム割当てすることによって初
期化され、全体プロセスは、複数回繰り返し適用され、最善のクラスタリング結果は、最
大合計「以内」クラスタコスト測定基準に基づいて選択される。この事例において、「以
内」クラスタコストは、類似性の測定基準に基づくことに留意されたい。得られたクラス
タのそれぞれは、隠れマルコフモデルの記号として機能する、固有の指数が割り当てられ
る。次に入力ベクトルを最近のクラスタ平均にマッピングし、そのクラスタの対応する指
数が、記号として使用される。このようにして、単位速度ベクトルの配列は、指数または
記号の配列に変換することができる。
【０２３９】
　一態様において、クラスタベクトルに、固定された８方向２次元ベクトル定量コードブ
ックに基づいて、記号を割り当てた。したがって、プロセス１０２０は、観察記号配列を
生成し、ジェスチャー確率を生成するプロセス１０２３に移行する。
【０２４０】
　一態様において、どのジェスチャーが観察記号配列に対応するかを決定するために、ジ
ェスチャー確率を生成するプロセス１０２３は、隠れマルコフモデルを有する前方再帰ア
ルゴリズムを使用して、各ジェスチャーが観察記号配列に一致する確率を見出す。前方再
帰アルゴリズムは、参照することにより本明細書に既に組み込まれている、Ｒａｉｎｅｒ
の”Ａ　Ｔｕｔｏｒｉａｌ　ｏｎ　Ｈｉｄｄｅｎ　Ｍａｒｋｏｖ　Ｍｏｄｅｌｓ　ａｎｄ
　Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　Ｓｐｅｅｃｈ　Ｒｅｃｏｇｎｉ
ｔｉｏｎ”において説明される。ジェスチャー確率を生成するプロセス１０２３が完了す
ると、処理は軌道を選択するプロセス１０２４に移行する。
【０２４１】
　軌道を選択するプロセス１０２４において、ハンドジェスチャー軌道は、許容される隠
れマルコフモデル軌道ジェスチャーモデルの中で指し候の確率を有する。この確率は、許
容される指定の閾値よりも大きくなければならない。最高確率が閾値よりも大きくない場
合、ハンドジェスチャー軌道は選択されない。この閾値は、誤認を回避しながら最大認識
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精度に調整する必要がある。
【０２４２】
　完了すると、軌道を選択するプロセス１０２４は、処理を軌道発見チェックプロセス１
０２５に移行させる。軌道を選択するプロセス１０２４が、ハンドジェスチャー軌道を選
択した場合、軌道発見チェックプロセス１０２５は、処理をシステムイベントにマッピン
グするプロセス１０３０に移行させ、そうでなければ戻る１００４を通して戻る。
【０２４３】
　システムイベントにマッピングするプロセス１０３０は、選択したハンドジェスチャー
軌道をシステムイベントにマッピングし、例えば、ハンドジェスチャー軌道に割り当てら
れたシステムイベントが検索される。システムイベントが見出されると、システムイベン
トにマッピングするプロセス１０３０は、処理を、システムイベントを投入するプロセス
１０３１に移行させる。
【０２４４】
　一態様において、システムイベントを投入するプロセス１０３１は、システムイベント
を、システムコントローラ１４０のイベントハンドラに送信する（図１）。システムイベ
ントに応答して、システムコントローラ１４０は、適切なシステムコマンドを、適切なコ
ントローラまたは装置に送信する。例えば、システムイベントがユーザインターフェース
のアクションに割り当てられる場合、システムコントローラ１４０は、ディスプレイコン
トローラ１５０にコマンドを送信し、ユーザインターフェースにおけるそのアクションを
行う（例えば、手術部位のビューイングモードを変更する）。
【０２４５】
　（存在検出のプロセス）
　さらに別の態様において、上述されるように、執刀医１８０Ｂの手の少なくとも一部の
追跡位置を使用して、手がマスターマニピュレータエンドエフェクタ６２１上に存在する
か否かを決定する。図１１は、一態様において、システム１００のハンド追跡コントロー
ラ１３０によって行われる存在検出のプロセス１１００の一態様のプロセスフロー図であ
る。プロセス１１００は、一態様において執刀医の手のそれぞれに対して個別に行われる
。
【０２４６】
　関節角度を取得するプロセス１１１０において、マスターツールマニピュレータ６２０
（図６Ｂ）の関節角度が測定される。関節角度を取得するプロセス１１１０は、処理を、
順運動学を生成するプロセス１１１１に移行させる。
【０２４７】
　マスターツールマニピュレータ６２０における様々なリンクの長さは既知であり、マス
ターツールマニピュレータ６２０のベース６２９の位置が知られているため、幾何学的関
係を使用して、マスター作業空間座標系６８０におけるマスターツールグリップ６２１の
位置を生成する。したがって、順運動学を生成するプロセス１１１１は、プロセス１１１
０からの角度を使用して、マスター作業空間座標系６８０におけるマスターツールグリッ
プ６２１の位置ｐｍｔｍを生成する。順運動学を生成するプロセス１１１１は、処理をワ
ールド座標にマッピングするプロセス１１１２に移行させる。
【０２４８】
　ワールド座標にマッピングするプロセス１１１２は、マスター作業空間座標系６８０に
おける位置ｐｍｔｍを、ワールド座標系６７０における位置ｐｍｔｍ＿ｗｃにマッピング
する（図６Ａ）。具体的に、
ｐｍｔｍ＿ｗｃ＝ｗｃＴｗｓ＊ｐｍｔｍ

式中、ｗｃＴｗｓは、４×４同次固定変換であり、マスター作業空間座標系６８０におけ
る座標をワールド座標系６７０における座標にマッピングする。
完了すると、ワールド座標にマッピングするプロセス１１１２は、処理をハンド－エンド
エフェクタ分離を生成するプロセス１１３０に移行させる。
【０２４９】
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　ハンドロケーションデータを受信するプロセス１１２０に戻り、ハンドロケーションデ
ータを受信するプロセス１１２０は、人指し指の位置および配向（ｐｉｎｄｅｘ、Ｒｉｎ

ｄｅｘ）ならびに親指の位置および配向（ｐｔｈｕｍｂ、Ｒｔｈｕｍｂ）を受信（回収）
する。人指し指の位置および配向（ｐｉｎｄｅｘ、Ｒｉｎｄｅｘ）ならびに親指の位置お
よび配向（ｐｔｈｕｍｂ、Ｒｔｈｕｍｂ）は、追跡システムからのデータに基づく。ハン
ドロケーションデータを受信するプロセス１１２０は、処理を、ハンド位置を生成するプ
ロセス１１２１に移行させる。
【０２５０】
　ハンド位置を生成するプロセス１１２１は、人指し指の位置および配向（ｐｉｎｄｅｘ

、Ｒｉｎｄｅｘ）ならびに親指の位置および配向（ｐｔｈｕｍｂ、Ｒｔｈｕｍｂ）を、上
述されるように（その記述は、参照することにより本明細書に組み込まれる）、追跡座標
系における制御点位置および配向にマッピングする。位置Ｐｈａｎｄは、追跡座標におけ
る制御点の位置である。ハンド位置を生成するプロセス１１２１は、処理をワールド座標
にマッピングするプロセス１１２２に移行させる。
【０２５１】
　存在検出における制御点位置の仕様は、単なる例示であり、限定することを意図しない
。本開示に照らして、存在検出は、例えば、人指し指の先端の位置および親指の先端の位
置を使用するか、またはそれらの位置の１つのみを使用することによって行うことができ
る。いかに記載されるプロセスは、ヒトの手の一部に随伴するこれらの様々な位置のそれ
ぞれに相当する。
【０２５２】
　ワールド座標にマッピングするプロセス１１２２は、追跡座標系の位置ｐｈａｎｄをワ
ールド座標系６７０の位置ｐｈａｎｄ＿ｗｃにマッピングする（図６Ａ）。具体的に、
Ｐｈａｎｄ＿ｗｃ＝ｗｃＴｔｃ＊ｐｈａｎｄ

式中、ｗｃＴｗｓは、４×４同次固定変換であり、追跡座標系６５０における座標をワー
ルド座標系６７０における座標にマッピングする。
完了すると、ワールド座標にマッピングするプロセス１１２２は、処理をハンド－エンド
エフェクタ分離を生成するプロセス１１３０に移行させる。
【０２５３】
　ハンド－エンドエフェクタ分離を生成するプロセス１１３０は、ワールド座標系６７０
の位置ｐｍｔｍ＿ｗｃとワールド座標系６７０の位置ｐｈａｎｄ＿ｗｃとの間の分離距離
ｄｓｅｐを生成する。一態様において、分離距離ｄｓｅｐは、
ｄｓｅｐ＝｜｜ｐｍｔｍ＿ｗｃ－ｐｈａｎｄ＿ｗｃ｜｜
である。完了すると、ハンド－エンドエフェクタ分離を生成するプロセス１１３０は、処
理を距離安全チェックプロセス１１３１に移行させる。
【０２５４】
　距離安全チェックプロセス１１３１は、分離距離ｄｓｅｐを安全距離閾値と比較する。
この閾値は、執刀医が把持を変更し、エンドエフェクタの最遠端を操作するのを依然とし
て可能にしながら、保守的となるのに十分小さい必要がある。分離距離ｄｓｅｐが、安全
距離閾値未満である場合、距離安全チェックプロセス１１３１は、ハンド存在オンプロセ
ス１１４０に移行する。逆に、分離距離ｄｓｅｐが、安全距離閾値よりも大きい場合、距
離安全チェックプロセス１１３１は、ハンド存在オフプロセス１１５０に移行する。
【０２５５】
　ハンド存在オンプロセス１１４０は、システム１００が遠隔操作にあるか否かを決定す
る。システム１００が遠隔操作にある場合、アクションは不要であり、遠隔操作の継続が
許可されるため、プロセス１１４０は、プロセス１１００をもう一度やり直す。システム
１００が遠隔操作にない場合、ハンド存在オンプロセス１１４０は、ハンド存在イベント
を、システムイベントを投入するプロセスに送信し、順に、ハンド存在イベントをシステ
ムコントローラ１４０に送信する。
【０２５６】
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　ハンド存在オフプロセス１１５０は、システム１００が遠隔操作にあるか否かを決定す
る。システム１００が遠隔操作にない場合、アクションは不要であるため、プロセス１１
５０は、プロセス１１００をもう一度やり直す。システム１００が遠隔操作にある場合、
ハンド存在オフプロセス１１５０は、ハンド非存在イベントを、システムイベントを投入
するプロセスに送信し、順に、ハンド存在イベントをシステムコントローラ１４０に送信
する。
【０２５７】
　システムコントローラ１４０は、ハンド存在イベントまたはハンド非存在イベントが、
システムモードの操作に対するあらゆる変更を必要とし、適切なコマンドを発行するか否
かを決定する。一態様において、システムコントローラ１４０は、ハンド存在イベントに
応答して遠隔操作を可能にし、例えば、遠隔操作低侵襲手術がマスターツールグリップに
連結される場合でさえも、ハンド非存在イベントに応答して、遠隔操作を可能および不可
能にする。本分野における有識者に知られているように、遠隔操作低侵襲手術器具は、マ
スターツールグリップに脱着することができる。
【０２５８】
　他の態様において、ハンド存在イベントおよびハンド非存在イベントは、システムコン
トローラ１４０によって、他のイベントと合せて使用し、遠隔操作が可能か否かを決定す
る。例えば、執刀医の頭の存在検出は、遠隔操作を可能にするか否かを決定する際に、執
刀医の片手または両手の存在検出と合せてもよい。
【０２５９】
　同様に、上記のとおり、ハンド存在イベントおよびハンド非存在イベントをシステムコ
ントローラ１４０によって使用し、低侵襲手術システムのディスプレイ上のユーザインタ
ーフェースの表示を制御する。システムコントローラ１４０が、ハンド非存在イベントを
受信するとき、ユーザインターフェースがオンにならない場合は、システムコントローラ
１４０がコマンドをディスプレイコントローラ１５０に送信し、ユーザインターフェース
をオンにする。ディスプレイコントローラ１５０は、ユーザインターフェースをオンにす
るために必要なプロセッサ１５０上のユーザインターフェースモジュール１５５の一部を
実行する。システムコントローラ１４０がハンド存在イベントを受信するとき、ユーザイ
ンターフェースがオンである場合は、システムコントローラ１４０がコマンドをディスプ
レイコントローラ１５０に送信し、ユーザインターフェースをオフにする。ディスプレイ
コントローラ１５０は、ユーザインターフェースをオンにするために必要なプロセッサ１
５０上のユーザインターフェースモジュール１５５の一部を実行する。
【０２６０】
　ハンド存在イベントおよびハンド非存在イベントを、他のイベントと合せて、システム
コントローラ１４０によって使用し、ユーザインターフェースを表示するか否かを決定す
ることができる。したがって、ユーザインターフェースディスプレイおよび遠隔操作制御
は、存在検出を使用するシステムモード制御の例であり、これら２つの特定モードのシス
テム制御に限定することを意図しない。
【０２６１】
　例えば、存在検出は、以下でより完全に説明されるもの等のプロキシビジュアルの制御
に使用することができる。様々なモードの組み合わせ、例えば、遠隔操作およびプロキシ
ビジュアルディスプレイもまた、ハンド存在イベントおよびハンド非存在イベントに基づ
いて、システムコントローラ１４０によって制御することができる。
【０２６２】
　ハンド存在検出はまた、マスターツールグリップ６２１Ｌ、６２１Ｒの二重の目的を排
除する際に有用であり、例えば、フットペダルを押した後、マスターツールグリップ６２
１Ｌ、６２１Ｒを使用して、執刀医のコンソール１８５Ｂに表示されるユーザインターフ
ェースを制御する。マスターツールグリップが二重の目的を果たす場合、例えば、手術器
具およびユーザインターフェースの両方の制御に使用される場合、執刀医は、通常、フッ
トペダルを押して、ユーザインターフェースモードの操作に切り替える必要がある。いく
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つかの理由で、執刀医がフットペダルを押すのに失敗したが、システムがユーザインター
フェースモードの操作に切り替わった場合、マスターツールグリップの移動は、手術器具
の望ましくない運動を引き起こし得る。存在検出プロセス１１００を使用して、この問題
を回避し、マスターツールグリップの二重目的を排除する。
【０２６３】
　存在検出プロセス１１００を用いて、一実施例において、ハンド存在オフイベントがシ
ステムコントローラ１４０によって受信された場合、システムコントローラ１４０は、シ
ステムコマンドを送信して、マスターツールマニピュレータ６２０ｌ、６２０Ｒ（図６Ａ
）を所定位置に固定し、システムコマンドをディスプレイコントローラ１５０に送信して
、ユーザインターフェースを執刀医のコンソール１８５Ｂのディスプレイに提示する。執
刀医の手の運動を追跡し、それを使用して、ユーザインターフェースにおける要素を制御
し、例えば、スライダースイッチを移動させる、ディスプレイを変更する等する。上記の
とおり、制御点は、視界座標フレームにマッピングされるため、ユーザインターフェース
における素子の位置と関連付けることができる。制御点の運動を使用して、その素子を操
作する。これは、執刀医がフットペダルを起動させる必要なく達成され、執刀医が不注意
に手術器具を動かすことができないように行われる。したがって、これは、マスターツー
ルグリップを使用して、手術器具およびユーザインターフェースの両方を制御することに
随伴する問題を排除する。
【０２６４】
　上記例において、ワールド座標フレームは、共通座標フレームの例である。ワールド座
標フレームを共通座標フレームとして使用することは、単なる例示であり、限定すること
を意図しない。
【０２６５】
　（マスターフィンガー追跡グリップ）
　図１２は、マスターフィンガー追跡グリップ１２７０の一実施例の例示である。マスタ
ーフィンガー追跡グリップ１２７０は、マスターフィンガー追跡グリップ１７０、２７０
の一実施例である。
【０２６６】
　マスターフィンガー追跡グリップ１２７０は、圧縮性本体１２１０および２つのフィン
ガーループ１２２０、１２３０を含む。圧縮性本体１２１０は、第１端１２１３および第
２端１２１４を有する。本体部分１２１５は、第１端１２１３と第２端１２１４との間に
伸長する。
【０２６７】
　圧縮性本体１２１０は、外面を有する。外面は、第１の部分１２１６および第２の部分
１２１７を含む。第１の部分１２１６、例えば、上部分は、第１端１２１３と第２端１２
１４との間に伸長する。第２の部分１２１７、例えば、底部分は、第１端１２１３と第２
端１２１４との間に伸長する。第２の部分１２１７は対向し、第１の部分１２１６から除
去される。
【０２６８】
　一態様において、外面は、布製ケースの表面である。布は手術質での使用に適している
。布製ケースは、圧縮可能なフォームを包含する。フォームは、圧縮への耐性を提供し、
圧縮が解放されると拡張するように選択される。一態様において、いくつかのフォーム片
が布製ケースに含まれた。フォームはまた、第１指の先端が第２指の先端に向かって移動
すると、第１の部分１２１６が、ヒトの手の第１指と第２指との間に位置付けられるよう
に、屈曲可能でなければならない。
【０２６９】
　本体部分１２１５は、フィンガーループ１２２０とフィンガーループ１２３０との間に
長さＬを有する。上で説明されるように、長さＬは、ループ１２２０の第１指とループ１
２３０の第２指との間の分離を制限するように選択される（図２Ａを参照）。
【０２７０】
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　一態様において、本体部分１２１５は、厚さＴを有する。図２Ｃに例示されるように、
厚さＴは、マスターフィンガー追跡グリップ１２７０が、末端１２１４に隣接する外面の
第２の部分１２１７上の領域１２３６および末端１２１３に隣接する第２の部分１２１７
上の領域１２２６が、ちょうど接触する場合、第２の部分１２１７は、長さＬに沿ってそ
れ自体と完全に接触しないように選択される。
【０２７１】
　第１のフィンガーループ１２２０は、第１端１２１３に隣接する圧縮性本体１２１０に
固定される。ループ１２２０は、圧縮性本体１２１０の外面の第１の部分１２１６の領域
１２２５を中心として伸長する。ヒトの手の第１指に第１のフィンガーループ１２２０を
装着すると、領域１２２５は、第１指に接触し、例えば、外面の第１の部分１２１６の最
初の一部が親指に接触する。
【０２７２】
　この実施例において、フィンガーループ１２２０は、２つの末端、第１の布製末端１２
２１Ａおよび第２の布製末端１２２１Ｂを有する。末端１２２１Ａおよび末端１２２１Ｂ
は、本体１２１０に固定される布片の末端である。一片のループ布１２２２Ｂは、末端１
２２１Ｂの内面に取り付けられ、一片のフック布１２２２Ａは、末端１２２１Ａの外面に
取り付けられる。フック布およびループ布の例は、一方は小さいフック付きスレッドを有
し、もう一方は粗表面を有する、２つのナイロン布片から成る、ナイロン締結テープであ
る。２つの片は、一緒に押されると強力な結合を成す。市販の締結テープの一例は、ＶＥ
ＬＣＲＯ（登録商標）締結テープである（ＶＥＬＣＲＯ（登録商標）は、Ｖｅｌｃｒｏ　
Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　Ｂ．Ｖ．の登録商標である）。
【０２７３】
　第２のフィンガーループ１２３０は、第２の末端１２１４に隣接する圧縮性本体１２１
０に固定される。ループ１２３０は、圧縮性本体１２１０の外面の第１の部分１２１６の
領域１２３５を中心として伸長する。第２のフィンガーループ１２３０をヒトの第２指に
装着すると、領域１２３５は第２指に接触し、例えば、外面の第１の部分１２１６の第２
の部分は、人指し指に接触する。第１の部分の第２の一部１２３５は対向し、第１の部分
の最初の一部１２２５から除去される。
【０２７４】
　この例において、フィンガーループ１２３０はまた、第１の繊維端１２３１Ａおよび第
２の繊維端１２３１Ｂの２つの末端を有する。末端１２３１Ａおよび末端１２３１Ｂは、
本体１２１０に固定される布片の末端である。一片のループ布１２３２Ｂは、末端１２３
１Ｂの内面に取り付けられ、一片のフック布１２３２Ａは、１２３１Ａの外面に取り付け
られる。
【０２７５】
　第１のロケーション追跡センサ１２１１は、第１のフィンガーループ１２２０に固定さ
れる。第２のロケーション追跡センサ１２１２は、第２のフィンガーループ１２３０に固
定される。ロケーション追跡センサは、上述されるセンサ素子のいずれかであり得る。一
実施例において、ロケーション追跡センサ１２１１、１２１２は、受動電磁センサである
。
【０２７６】
　（プロキシビジュアルシステム）
　一態様において、ハンド追跡制御システムを使用して、１人の執刀医が別の執刀医を監
督するために使用され得る複数のプロキシビジュアルのうちのいずれか１つを制御する。
例えば、執刀医１８０（図１Ａ）が、マスターフィンガー追跡グリップ１７０を使用して
、執刀医１８１によって監督されている場合、執刀医１８１は、マスターフィンガー追跡
グリップ１７０を使用して、手術器具のプロキシビジュアルを制御する一方、執刀医１８
０は、マスターツールグリップを使用して、遠隔操作スレーブ手術器具を制御する。
【０２７７】
　あるいは、執刀医１８１はテレストレートすることができるか、またはディスプレイに
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おけるバーチャルハンドを制御することができる。また執刀医１８１は、ディスプレイに
提示されるマスターツールグリップ６２１のバーチャル画像を操作することによって、執
刀医のコンソール上のマスターツールグリップを操作する方法を示す。これらのプロキシ
ビジュアルの例は、単なる例示であり、限定することを意図しない。
【０２７８】
　さらに、執刀医のコンソールにおいてではないが、マスターフィンガー追跡グリップ１
７０の使用もまた例示的であり、限定することを意図しない。例えば、上述される存在検
出システムを用いて、執刀医のコンソールにおける執刀医は、マスターツールグリップか
ら手を動かすことができ、次に、その手を使用して、手がハンド追跡システムによって追
跡されると、別の執刀医を監督することができる。
【０２７９】
　監督を容易にするために、プロキシビジュアルモジュール（図示せず）が、一態様にお
いて、視覚処理サブシステムの一部として処理される。本態様において、実行モジュール
は、監督者の手の制御点の位置および配向を受信し、内視鏡カメラ画像でリアルタイムに
構成され、執刀医のコンソール１８５、アシスタントディスプレイ、および患者側執刀医
インターフェースディスプレー１８７のあらゆる組み合わせに表示される、立体画像をレ
ンダーリングする。
【０２８０】
　執刀医１８１が、既定のアクション、例えば、ハンドジェスチャーポーズを取ることに
よって、監督を開始すると、プロキシビジュアルシステムループが起動され、例えば、プ
ロキシビジュアルモジュールがプロセッサモジュール上で実行される。既定のアクション
として使用される、特定のアクション、例えば、ハンドジェスチャーポーズは、システム
コントローラ１４０（図１）がそのアクションを認識するように構成されている限り必須
ではない。
【０２８１】
　一態様において、プロキシビジュアルは、マスターフィンガー追跡グリップ１７０によ
って制御される仮想ゴースト器具１３１１（図１３）であるが、遠隔操作スレーブ手術器
具１３１０は、執刀医のコンソール１８５のマスターツールマニピュレータのうちの１つ
によって制御される。執刀医１８１は、表示デバイスの両方の器具１３１０および１３１
１を見るが、執刀医１８０は、執刀医のコンソール１８５における立体表示の両方の器具
１３１０および１３１１を見る。仮想ゴースト器具１３１１をプロキシビジュアルとして
使用することは、単なる例示であり、この特定画像に限定することを意図しない。本開示
に照らして、他の画像をプロキシビジュアルに使用することができ、プロキシビジュアル
および遠隔操作スレーブ手術器具の実際のエンドエフェクタの画像を表す画像間の区別を
容易にする。
【０２８２】
　仮想ゴースト器具１３１１は、仮想ゴースト器具１３１１が、仮想ゴースト器具１３１
１を実際の器具１３１０から明確に区別する方法（例えば、透明または半透明ゴースト器
具、顕著に着色された画像等）で表示されることを除いて、実際の器具１３１０に類似す
るように思われる。仮想ゴースト器具１３１１の制御および操作は、実際の遠隔操作手術
器具に関して上述されるものと同一である。したがって、執刀医１８１は、マスターフィ
ンガー追跡グリップ１７０を使用して、仮想ゴースト器具１３１１を操作して、遠隔操作
スレーブ手術器具１３１０の適切な使用を示すことができる。執刀医１８０は、器具１３
１０を伴う仮想ゴースト器具１３１１の運動を模倣する。
【０２８３】
　仮想ゴースト器具は、参照することによりその全体が本明細書に組み込まれる、同一出
願人による米国特許出願公開第ＵＳ２００９／０１９２５２３　Ａ１号（２００９年３月
３１日出願、「Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａ　Ｓｕｒ
ｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」を開示）において、より完全に説明される。またそ
れぞれを参照することによりその全体が本明細書に組み込まれる、米国特許出願第１２／
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４８５，５０３号（２００９年６月１６日出願、「Ｖｉｒｔｕｒａｌ　Ｍｅａｓｕｒｅｍ
ｅｎｔ　Ｔｏｏｌ　ｆｏｒ　Ｍｉｎｉｍａｌｌｙ　Ｉｎｖａｓｉｖｅ　Ｓｕｒｇｅｒｙ」
を開示）米国特許出願第１２／４８５，５４５号（２００９年６月１６日出願、「Ｖｉｒ
ｔｕａｌ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｔｏｏｌ　ｆｏｒ　Ｍｉｎｉｍａｌｌｙ　Ｉｎｖａ
ｓｉｖｅ　Ｓｕｒｇｅｒｙ」を開示）、米国特許出願公開第ＵＳ２００９／００３６９０
２　Ａ１号（２００８年８月１１日出願、「Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔ
ｅｒｆａｃｅｓ　ｆｏｒ　Ｒｏｂｏｔｉｃ　Ｍｉｎｉｍａｌｌｙ　Ｉｎｖａｓｉｖｅ　Ｓ
ｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ」を開示）、米国特許出願公開第ＵＳ２００７／０１６
７７０２　Ａ１号（２００５年１２月３０日出願、「Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｒｏｂｏｔｉｃ　
Ｓｙｓｔｅｍ　Ｐｒｏｖｉｄｉｎｇ　Ｔｈｒｅｅ－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　Ｔｅｌｅｓ
ｔｒａｔｉｏｎ」を開示）、米国特許出願公開第ＵＳ２００７／０１５６０１７　Ａ１号
（２００５年１２月３０日出願、「Ｓｔｅｒｅｏ　Ｔｅｌｅｓｔｒａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　
Ｒｏｂｏｔｉｃ　Ｓｕｒｇｅｒｙ」を開示）、および米国特許出願公開第ＵＳ２０１０／
０１６４９５０　Ａ１号（２００９年５月１３日出願、「Ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　３－Ｄ　
Ｔｅｌｅｓｔｒａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｌｏｃａｌ　Ｒｏｂｏｔｉｃ　Ｐｒｏｃｔｏｒｉｎ
ｇ」を開示）も参照されたい。
【０２８４】
　別の態様において、プロキシビジュアルは、一対の仮想ハンド１４１０、１４１１（図
１４）であり、マスターフィンガー追跡グリップ１７０および図１では見ることができな
い第２のマスターフィンガー追跡グリップによって制御される。遠隔操作スレーブ手術器
具１４２０、１４２１は、執刀医のコンソール１８５のマスターツールマニピュレータに
よって制御される。執刀医１８１は、表示デバイス１８７においてビデオ画像１４００を
見て、執刀医１８０は、執刀医のコンソール１８５における立体ディスプレイのビデオ画
像も見る。仮想ハンド１４１０、１４１１は、ビデオ画像１４００における他の物体から
それらを明らかに区別する方法で表示される。
【０２８５】
　仮想ハンドの親指および人指し指の開閉は、上述されたグリップ閉合パラメータｇｇｒ

ｉｐを使用して制御される。仮想ハンドの位置および配向は、制御点位置および配向によ
って、上述のように制御され、これもまた上述されるように、視界座標空間にマッピング
される。
【０２８６】
　したがって、執刀医１８１が執刀医の右手を３次元に移動させると、仮想ハンド１４１
１は、ビデオ画像１４００における動きに従う。執刀医１８１は、仮想ハンド１４１１を
転動させて、執刀医１８０に遠隔操作スレーブ手術器具１４２１を転動させるよう指示す
る。執刀医１８１は、仮想ハンド１４１０を特定のロケーションに移動させた後、親指お
よび人指し指の動きを使用して、執刀医１８０に遠隔操作スレーブ手術器具　１４２０を
そのロケーションに移動させ、組織を把持するように指示する。執刀医１８０が器具１４
２０で組織を把持する場合、執刀医１８１は、仮想ハンド１４１０を使用して、執刀医１
８０に組織を移動させる方法を指示する。これはすべてリアルタイムで発生し、仮想ハン
ド１４１０、１４１１は、立体内視鏡画像に重ね合わせられる。しかしながら、プロキシ
ビジュアルは、単一鏡システムで使用することもできる。
【０２８７】
　別の態様において、執刀医１８１は、ハンドジェスチャーポーズを使用して、プロキシ
ビジュアルが、ビデオ画像１５００に提示される、仮想ゴースト器具１５１０および仮想
テレストレーションデバイス１５１１である、表示モードを変更する（図１５）。テレス
トレーションデバイス１５１１は、マスターフィンガー追跡グリップ１７０によって制御
されるが、図１では見ることができない第２のマスターフィンガー追跡グリップは、仮想
ゴースト器具１５１１を制御する。
【０２８８】
　遠隔操作スレーブ手術器具１５２０、１５２１は、執刀医コンソール１８５のマスター
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ツールマニピュレータによって制御される。執刀医１８１は、表示デバイス１８７におけ
るビデオ画像１５００を見て、執刀医１８０はあ、執刀医のコンソール１８５における立
体表示のビデオ画像１５００も見る。仮想テレストレーションデバイス１５１１および仮
想ゴースト器具１４１１は、ビデオ画像１４００における他の物体からそれらを明らかに
区別する方法で表示される。
【０２８９】
　仮想テレストレーションデバイス１５１１でテレストレートするために、執刀医１８１
は、親指および人指し指を一緒にして、想像上のペンまたは鉛筆を把持する可能ようにし
た後、親指および人指し指がこの位置にある右手を動かして、表示されたビデオ画像にお
いてテレストレートする。ビデオ画像１５００において、執刀医１８１は、親指および人
指し指をそのように位置付け、マーク１５１２を作製して、手術器具１５２１を使用して
、切断されるべき組織の位置を示す。マーク１５１２が作製された後、執刀医１８１０は
、親指および人指し指を離し、仮想テレストレーションデバイス１５１１をビデオ画像１
５００に示される位置に移動させる。
【０２９０】
　仮想テレストレーションデバイス１５１１のマーキング能力は、上述されるように、グ
リップ閉合パラメータｇｇｒｉｐを使用して制御される。上記のとおり、親指および人指
し指がちょうど接触するとき、グリップ閉合パラメータｇｇｒｉｐは、第２の範囲の初期
値にマッピングされるため、グリップ閉合パラメータｇｇｒｉｐが第２の範囲内にある場
合、テレストレーションは、テレストレーションデバイス１５１１に関して可能になる。
視界座標系にマッピングされた後の制御点位置および配向を使用して、仮想テレストレー
ションデバイス　１５１１の運動を制御する。
【０２９１】
　本発明の態様および実施形態を例示する上記の説明および添付の図面は、限定として見
なされるべきではなく、請求項は保護された発明を定義する。様々な機械的、構成的、構
造的、電気的、および操作上の変更は、本説明の精神および範囲ならびに請求項から逸脱
することなく、行ってもよい。いくつかの例において、よく知られている回路、構造、お
よび技術は、本発明を曖昧にするのを避けるため、詳細に図示または説明されなかった。
【０２９２】
　さらに、本説明の用語は、本発明を限定することを意図しない。例えば、空間的に関連
する用語、例えば、「ｂｅｎｅａｔｈ（下）」、「ｂｅｌｏｗ（下）」、「ｌｏｗｅｒ（
下位）」、「ａｂｏｖｅ（上）」、「ｕｐｐｅｒ（上位）」、「ｐｒｏｘｉｍａｌ（近位
）」、「ｄｉｓｔａｌ（遠位）」等を使用して、図面に例示されるように、１つの素子ま
たは特徴に対する別の素子または特徴の関係を説明してもよい。これらの空間的に関連す
る用語は、図面に示される位置および配向に加えて、使用または操作しているデバイスの
異なる位置（すなわち、ロケーション）および配向（すなわち、転動配置）を包含する。
例えば、図面のデバイスが回転される場合、他の素子または特徴の「下（ｂｅｌｏｗまた
はｂｅｎｅａｔｈ）」にあるとして記述される素子は、他の素子または特徴の「上（ａｂ
ｏｖｅまたはｏｖｅｒ）」にある。したがって、典型的な用語「ｂｅｌｏｗ」は、上およ
び下の両方の位置および配向を包含することができる。デバイスは、その他に配向されて
もよく（９０度回転されるか、または他の配向）、本明細書に使用される空間的に関連す
る記述子は、それに従って解釈される。同様に、様々な軸に沿っておよび軸を中心とする
運動の記述は、様々な特別のデバイス位置および配向を含む。
【０２９３】
　「ａ」、「ａｎ」、および「ｔｈｅ」という単数形は、文脈上他に指定のない限り、複
数形も同様に含むことを意図する。「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ、ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ
、ｉｎｃｌｕｄｅｓ等）」という用語は、規定された特徴、ステップ、操作、プロセス、
素子、および／またはコンポーネントを特定するが、１つまたは複数の他の特徴、ステッ
プ、操作、プロセス、素子、コンポーネント、および／または群の存在または追加を除外
しない。連結されるとして記載されるコンポーネントは、電気的または機械的に直接連結
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されてもよい。
【０２９４】
　メモリは、揮発性メモリ、非揮発性メモリ、またはそれら２つのあらゆる組み合わせを
指す。プロセッサは、プロセッサによって実行される指示を含有するメモリに連結される
。これは、コンピュータシステム内、または代替として別のコンピュータへの接続を介し
て、モデムおよびアナログ回線、またはデジタルインターフェースおよびデジタル回線を
介して達成され得る。
【０２９５】
　本明細書において、コンピュータプログラム製品は、ハンド追跡に関して説明されるプ
ロセスのうちのいずれか１つまたはあらゆる組み合わせに必要とされるコンピュータ可読
コードを保存するように構成された媒体、またはハンド追跡に関して説明されるプロセス
のいずれか１つまたはあらゆる組み合わせのコンピュータ可読コードが保存される媒体を
含む。コンピュータプログラム製品のいくつかの例は、ＣＤ－ＲＯＭディスク、ＤＶＤデ
ィスク、フラッシュメモリ、ＲＯＭカード、フロッピー（登録商標）ディスク、磁気テー
プ、コンピュータハードドライブ、ネットワーク上のサーバー、およびコンピュータ可読
プログラムコードを表すネットワークを超えて伝送される信号である。非一過性有形コン
ピュータプログラム製品は、様々なコントローラに関して説明されるプロセスのうちのい
ずれか１つまたはあらゆる組み合わせに対するコンピュータ可読指示を保存するように構
成された非一過性有形媒体、または様々なコントローラに関して説明されるプロセスのう
ちのいずれか１つまたはあらゆる組み合わせに対するコンピュータ可読指示が保存される
非一過性有形媒体を含む。非一過性有形コンピュータプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭディス
ク、ＤＶＤディスク、フラッシュメモリ、ＲＯＭカード、フロッピー（登録商標）ディス
ク、磁気テープ、コンピュータハードドライブ、および他の非一過性物理記憶媒体である
。
【０２９６】
　本開示に照らして、ハンド追跡に関して説明されるプロセスのうちのいずれか１つまた
はあらゆる組み合わせにおいて使用される指示は、操作システムおよびユーザの関心を引
くコンピュータプログラミング言語を使用して、多様なコンピュータシステムコンフィギ
ュレーションにおいて実装することができる。
【０２９７】
　図１の異なるメモリおよびプロセッサの使用は、単なる例示であり、限定することを意
図しない。いくつかの態様において、単一のハードウェアプロセッサを使用することがで
き、他の態様では、複数のプロセッサを使用することができる。
【０２９８】
　また例示のそれぞれに対して、様々なプロセスが、ハンド追跡コントローラとシステム
コントローラとの間に分配された。これも例示であり、限定することを意図しない。様々
なプロセスをコントローラ全体に分配することができるか、またはハンド追跡プロセスに
おける操作の原理を変更することなく、コントローラに統合することができる。
【０２９９】
　すべての実施例および例示的参照は、非限定であり、本明細書に記載される特定の実装
および実施形態ならびにそれらに相当するものに請求項を限定するために使用されてはな
らない。見出しは単に書式設定のためであり、１つの見出し下のテキストは、１つまたは
複数の見出し下のテキストを相互参照または適用し得るため、いかなる方法においても対
象の事項を限定するために使用されてはならない。最後に、本開示に照らして、一態様ま
たは実施形態に関連して説明される特定の特徴は、具体的に図面に示されないか、または
テキストに記載されない場合であっても、本発明の他の開示される態様または実施形態に
適用されてもよい。
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